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学
位
論
文
の
要
約 

 

 

陶
山
裕
有
子 

 

  

 

 

・『
栄
花
物
語
』
本
文
は
、
山
中
裕
、
秋
山
虔
、
池
田
尚
隆
、
福
長
進
校
注
・
訳
『
栄
花
物
語
①
〜
③
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
一
〜
三
三
、
小
学
館
、
一
九
九
五
〜
一
九
九
八
）

か
ら
引
用
し
、（
月
の
宴
①
一
七
頁
）
の
よ
う
に
巻
名
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
巻
数
・
頁
数
を
付
し
た
。 

・『
大
鏡
』
本
文
は
、
根
本
敬
三
編
『
対
校 

大
鏡
』（
笠
間
書
店
、
一
九
八
四
）
所
載
の
東
松
本
本
文
に
適
宜
漢
字
・
句
読
点
・
送
り
仮
名
を
付
し
た
。
ま
た
、（
序
1
一
三
頁
）
の
よ

う
に
、『
対
校 

大
鏡
』
の
頁
数
を
半
角
数
字
で
、
橘
健
二
、
加
藤
静
子
校
注
『
大
鏡
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
四
、
小
学
館
、
一
九
九
六
）
の
頁
数
を
漢
数
字
で
併
記
し
た
。 

・『
今
鏡
』
本
文
は
、
榊
原
邦
彦
編
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』（
笠
間
書
院 

一
九
八
四
）
所
載
の
畠
山
本
文
の
翻
刻
を
私
に
仮
名
遣
い
を
改
め
、
諸
本
間
の
異
同
が
み
ら
れ
る
時
に

は
別
途
記
し
た
。
ま
た
、
引
用
の
際
に
は
、
便
宜
の
た
め
に
章
段
に
通
し
番
号
を
付
し
、（
一-

一
「
雲
居
」9

㊤
二
二
頁
）
の
よ
う
に
、『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
の
頁
数
を
半
角
数

字
で
、
海
野
泰
男
著
『
今
鏡
全
釈
上
下
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
二
・
一
九
八
三
）
の
頁
数
を
漢
数
字
で
併
記
し
た
。 

・
そ
の
ほ
か
の
作
品
の
参
照
、
引
用
は
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。 

『
う
つ
ほ
物
語
』：
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語 

全
』（
改
訂
版
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
）。 

『
増
鏡
』：
日
本
古
典
文
学
大
系
。『
愚
管
抄
』：
岩
波
文
庫
。 

『
江
談
抄
』『
古
事
談
』『
袋
草
紙
』：
新
日
本
古
典
文
学
大
系
。 

『
日
本
紀
略
』『
百
練
抄
』『
扶
桑
略
記
』『
尊
卑
分
脈
』『
公
卿
補
任
』『
養
老
令
』：
国
史
大
系
、『
一
代
要
記
』：
続
神
道
大
系
。 

『
小
右
記
』『
中
右
記
』：
大
日
本
古
記
録
、『
兵
範
記
』：
増
補
史
料
大
成
、『
玉
葉
』：
国
書
刊
行
会
。『
親
信
卿
記
（
平
記
）』
は
陽
明
叢
書
を
参
照
し
た
。 

『
貞
観
政
要
』：
新
釈
漢
文
大
系
。 

・ 

右
記
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
断
り
の
な
い
場
合
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら
本
文
を
引
用
し
、
頁
数
を
付
し
た
。 



 2 

 

 

 

本
要
約
で
は
省
略 

 

  
 

 

  

「
歴
史
物
語
」
と
は
、
十
一
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
『
栄
花
物
語
』
を
初
め
と
し
て
、『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』
等
の
主
に
院
政
期
に
多
く
成
立
し
た
、
実
在
の
人
物
や

事
象
を
題
材
と
し
た
仮
名
に
よ
る
物
語
を
指
す
。
さ
ら
に
、『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』
は
、
作
者
を
異
に
し
な
が
ら
、
長
寿
の
老
人
に
よ
る
語
り
を
筆
録
し
た
と
い
う
体
裁

を
と
っ
て
お
り
、『
栄
花
物
語
』
と
は
別
に
、
鏡
物
（
あ
る
い
は
四
鏡
）
と
も
呼
ば
れ
る
。 

 

「
歴
史
物
語
」
の
語
を
古
く
に
用
い
た
の
は
、
黒
川
真
頼
だ
と
い
う⑴

。
し
か
し
、
そ
の
定
義
は
世
の
中
の
治
乱
興
廃
に
か
か
わ
っ
た
事
を
記
し
た
文
学
を
指
す
と
い
う
も
の
で
、
松

村
博
司
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に⑵

、
明
治
以
前
の
「
雑
史
」
と
い
う
分
類
を
言
い
換
え
た
も
の
に
等
し
か
っ
た
。「
歴
史
物
語
」
の
定
義
の
定
着
と
流
布
は
、
芳
賀
矢
一
の
東
京
帝
国
大
学

で
の
講
義⑶

に
依
る
も
の
が
大
き
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
芳
賀
は
、
歴
史
物
語
を
「
平
安
時
代
に
發
生
し
た
假
名
物
語
の
歴
史
」「
國
文
で
記
し
た
歴
史
」
と
し
て
、『
栄
花
物
語
』『
大

鏡
』『
今
鏡
』『
水
鏡
』『
増
鏡
』
を
挙
げ
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
荒
木
田
麗
女
の
『
池
の
藻
屑
』『
月
の
ゆ
く
へ
』
も
同
一
系
統
に
属
す
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
芳
賀
の
い

う
歴
史
物
語
は
、「
物
語
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
の
実
体
は
黒
川
真
頼
の
用
い
た
と
同
様
に
、「
歴
史
（
≒史
書
）」
で
あ
る
と
し
て
、
芳
賀
が
そ
の
後
に
挙
げ
る
「
小
説

物
語
日
記
」
と
は
区
別
し
て
い
る
。 

 

芳
賀
の
用
い
た
定
義
が
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
栄
花
物
語
』
や
四
鏡
が
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
以
降
『
国
史
大
系
』
に
収
め
ら
れ
た
こ

と
（
た
だ
し
、『
古
事
談
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
も
収
録
さ
れ
て
い
る
）、
松
村
博
司
が
「「
歴
史
物
語
」
は
歴
史
に
取
材
し
た
物
語
で
あ
り
、
一
種
の
理
想
を
持
っ
た
創
作
（
文
学
作
品
）

だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
現
代
風
に
い
う
な
ら
ば
や
は
り
物
語
風
史
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る⑷

」
と
、
呼
称
を
修
正
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
の
後
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
が
日
本
古
典
文
学
大
系
を
は
じ
め
と
す
る
全
集
に
収
め
ら
れ
て
、
風
間
書
房
か
ら
『
歴
史
物
語
講
座
』
が
刊
行
さ
れ
る
過
程
を
経
て
、
歴
史
物
語

は
古
典
文
学
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
居
場
所
を
獲
得
し
得
た
。
た
だ
し
、
文
学
と
し
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
作
品
の
主
題
を
明
瞭
に
す
る
よ
う
課
題
を
与
え
ら
れ
た
り⑸

、
事

前
に
定
義
付
け
が
行
わ
れ
た
り
し
て
い
る⑹

よ
う
に
、
歴
史
物
語
が
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
の
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 
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そ
も
そ
も
、
議
論
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
歴
史
物
語
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
読
者
に
よ
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
と

同
様
の
「
仮
名
」
テ
キ
ス
ト
と
も
、「
歴
史
（
を
学
ぶ
た
め
の
テ
キ
ス
ト
）」
と
も
、
異
な
る
価
値
観
を
伴
っ
て
受
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
本
論
の
第
四
章
で

述
べ
る
こ
と
と
な
る
が
、
前
者
の
立
場
と
し
て
は
『
本
朝
書
籍
目
録
』
が
、
後
者
の
立
場
と
し
て
は
飛
鳥
井
雅
有
の
『
春
の
深
山
路
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
在
の
研
究
に
お
い
て
も
、

ど
ち
ら
の
立
場
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
常
に
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
も
歴
史
物
語
研
究
は
、
文
学
と
史
学
い
ず
れ
の
立
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
論
じ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
は
「
歴
史
物
語
」
を
、
あ
く
ま
で
歴
史
的
事
象
を
〈
語
り
〉
の
対
象
と
し
た
仮
名
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
い
、
考
察
し
て
い
く
立
場

を
取
る
こ
と
と
す
る
。 

 

『
歴
史
物
語
講
座
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
九
七
年
以
降
、
二
〇
一
三
年
ま
で
の
間
に
、
歴
史
物
語
、
あ
る
い
は
歴
史
物
語
に
含
ま
れ
る
作
品
名
を
冠
し
た
単
著
は
十
三
冊⑺

、
論
集
は

三
冊⑻

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
『
栄
花
物
語
』
で
あ
り
、
つ
い
で
『
大
鏡
』
が
多
い
。
こ
の
二
作
品
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
理
由
と

し
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
点
、『
栄
花
物
語
』
の
正
続
編
あ
わ
せ
て
四
十
巻
と
い
う
ボ
リ
ュ
ー
ム
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
何
よ
り

も
王
朝
文
化
の
絶
頂
と
い
え
る
藤
原
摂
関
期
が
〈
歴
史
語
り
〉
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

本
論
で
主
に
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
の
三
作
品
で
あ
る
。『
今
鏡
』
は
、〈
歴
史
語
り
〉
の
始
発
や
紀
伝
体
、
語
り
の
場
や
〈
歴
史
の
語
り
手
〉

と
い
っ
た
「
鏡
物
」
の
特
徴
を
有
す
る
点
、『
大
鏡
』
を
継
承
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
章
段
名
や
『
源
氏
物
語
』
へ
の
意
識
と
い
う
意
味
で
は
、『
栄
花
物
語
』
と
も
類
似
し
て
い
る
。 

 

『
今
鏡
』
よ
り
後
世
に
成
立
し
た
『
水
鏡
』『
増
鏡
』
は
、「
鏡
物
」
の
形
態
を
引
き
継
い
で
は
い
る
が
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
は
『
今
鏡
』
と
断
絶
し
て
い
る
。『
今
鏡
』
の

『
栄
花
物
語
』
を
意
識
し
な
が
ら
『
大
鏡
』
を
継
承
し
て
い
る
と
い
う
性
質
は
、
三
作
品
を
比
較
検
討
す
る
際
に
有
効
で
あ
り
、
本
論
の
考
察
は
『
今
鏡
』
を
中
心
に
展
開
し
て
い
く

こ
と
と
な
る
。 

 

鏡
物
に
は
『
大
鏡
』
の
大
宅
世
継⑼

と
夏
山
繁
木
、『
今
鏡
』
の
あ
や
め
、『
水
鏡
』
の
仙
人
、『
増
鏡
』
の
鳩
杖
を
つ
い
た
嫗
と
い
っ
た
よ
う
に
、
仮
構
さ
れ
現
前
化
す
る
〈
歴
史
の
語

り
手
〉
が
存
在
す
る
。
こ
の
存
在
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
語
り
手
」
と
も
、「
歴
史
語
り
手⑽

」
と
も
、「
歴
史
語
り
の
語
り
手⑾

」
と
も
表
記
さ
れ
、
統
一
が
図
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

そ
の
原
因
と
し
て
、『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
姸
子
の
女
房
ら
し
き
〈
物
語
の
語
り
手
〉
の
存
在
が
あ
る
。
世
継
ら
の
話
を
聞
い
て
い
る
こ
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
先
行
研
究
の
中
で

「
聞
き
手
」「
語
り
手
」
と
呼
称
が
複
数
用
い
ら
れ
て
お
り
、
世
継
た
ち
と
合
わ
さ
る
こ
と
で
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
態
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で⑿

、
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
本
論
文
で
は
、
世
継
ら
仮
構
さ
れ
現
前
化
し
た
存
在
に
つ
い
て
は
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
と
し
、『
大
鏡
』
姸
子
女
房
ら
し
き
人
物
や
『
今

鏡
』
の
あ
や
め
に
春
日
野
に
遭
遇
し
た
一
行
の
一
人
の
よ
う
な
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
話
を
聞
い
て
い
る
地
の
文
の
語
り
手
に
つ
い
て
は
〈
物
語
の
語
り
手
〉
と
統
一
し
て
表
記
す
る
。 
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本
論
文
は
、
第
一
部
「
歴
史
物
語
の
叙
述
」、
第
二
部
「『
今
鏡
』
の
〈
語
り
手
〉」
の
二
部
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
の
個
々
に

存
在
す
る
独
特
の
概
念
を
提
示
し
、
歴
史
物
語
の
叙
述
方
法
に
考
察
を
加
え
て
い
る
。
現
在
の
歴
史
物
語
研
究
で
は
、
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
象
・
概
念
か
、
ひ
と
り
の
歴
史
上
の
人
物

に
着
目
し
、
論
じ
る
方
法
が
主
流
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
前
者
の
手
法
を
取
る
こ
と
が
多
い
。
複
数
の
歴
史
上
の
人
物
を
同
時
に
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
た
め
、
歴
史
上
の
人
物
に

つ
い
て
作
品
内
に
記
さ
れ
た
以
外
の
経
歴
を
補
足
す
る
際
に
は
出
典
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
努
め
た
。 

 

第
二
部
で
は
『
今
鏡
』
の
中
心
に
、
鏡
物
の
〈
語
り
手
〉
設
定
を
論
じ
る
。『
今
鏡
』
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、『
今
鏡
』
の

み
な
ら
ず
『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
の
特
色
を
提
示
し
う
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
今
鏡
』
の
研
究
が
遅
れ
て
お
り
、
藤
原
道
長
と
い
う
終
着
点
の
あ
る
『
栄
花
物

語
』『
大
鏡
』
に
対
し
て
、
道
長
を
始
発
と
し
な
が
ら
、
そ
の
行
き
先
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、「
わ
か
り
に
く
い
」
作
品
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
、
歴
史
物
語
全
体
を
俯

瞰
し
つ
つ
、『
今
鏡
』
と
い
う
作
品
の
「
わ
か
り
に
く
さ
」
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
、
歴
史
物
語
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

第
一
部
で
用
い
た
概
念
は
、
身
体
・
人
物
批
判
・
氏
族
観
・
虚
実
の
四
点
で
あ
る
。
歴
史
的
事
象
を
〈
語
り
〉
の
対
象
と
す
る
歴
史
物
語
に
と
っ
て
、
歴
史
上
の
人
物
の
身
体
は
、

重
要
事
項
の
一
つ
と
言
え
る
が
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
間
で
は
叙
述
方
法
が
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
差
異
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
位
置

づ
け
が
関
与
す
る
と
考
え
ら
れ
、
第
一
章
で
は
、『
大
鏡
』
の
、
現
前
化
し
た
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
大
宅
世
継
と
『
栄
花
物
語
』
の
現
前
化
し
な
い
〈
語
り
手
〉
の
方
法
を
軸
に
考
察
し

て
い
く
。 

 

第
二
章
で
中
心
と
な
る
の
は
、『
大
鏡
』
の
人
物
批
判
の
記
事
と
な
る
。『
大
鏡
』
に
は
『
栄
花
物
語
』『
今
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
、
強
い
女
性
批
判
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。『
大
鏡
』

に
は
、
藤
原
道
長
を
始
め
と
し
た
多
く
の
男
性
官
人
が
登
場
す
る
が
、
女
性
に
つ
い
て
は
、
女
流
文
学
を
始
め
と
し
て
、
女
た
ち
の
人
柄
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
の

中
で
批
判
が
女
性
に
集
中
す
る
の
は
特
異
な
現
象
と
い
え
る
。
第
二
章
で
は
批
判
さ
れ
る
女
性
の
記
事
を
精
査
し
、
女
性
批
判
の
記
事
に
内
在
す
る
敗
者
／
男
性
批
判
に
つ
い
て
論
じ

た
い
。 

 

第
三
章
で
は
、
歴
史
物
語
に
と
っ
て
の
藤
氏
に
つ
い
て
論
じ
る
。『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
が
成
立
し
た
平
安
時
代
後
期
は
、
藤
原
道
長
の
御
堂
流
が
確
立
し
、
藤
原
氏
の
中

の
摂
関
家
の
意
味
が
問
わ
れ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
で
は
、
藤
原
道
長
の
栄
華
を
〈
語
り
〉
の
核
と
し
て
お
り
、
と
く
に
紀
伝
体
を
採
用
し
た
『
大
鏡
』
で
は
、

道
長
と
い
う
頂
点
を
藤
原
北
家
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。 

 

『
大
鏡
』
を
継
い
だ
『
今
鏡
』
で
は
、
道
長
の
御
堂
流
を
始
発
に
置
き
、「
藤
波
上
・
中
」
二
巻
を
用
い
て
摂
関
家
の
列
伝
を
展
開
し
て
い
る
。『
今
鏡
』
の
語
り
の
現
在
と
な
っ
て

い
る
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
三
月
は
、
後
白
河
法
皇
と
平
清
盛
の
蜜
月
と
も
い
え
る
時
期
で
あ
り
、
七
月
に
は
松
殿
基
房
の
従
者
が
清
盛
の
孫
・
資
盛
の
車
に
狼
藉
を
働
き
、
十
月

に
は
報
復
の
襲
撃
を
受
け
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
殿
下
乗
合
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
、
藤
原
摂
関
家
の
将
来
は
盤
石
と
い
え
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
『
今
鏡
』

が
、
近
衛
家
松
殿
家
を
言
祝
ぐ
こ
と
の
意
味
を
問
い
た
い
。 

 

第
四
章
で
は
、
歴
史
上
の
歴
史
物
語
の
受
容
か
ら
、
歴
史
物
語
が
ど
の
よ
う
に
虚
と
実
の
間
を
揺
れ
動
い
て
き
た
の
か
、
ま
た
歴
史
物
語
自
身
が
ど
の
よ
う
に
、
虚
実
の
折
り
合
い
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を
つ
け
て
い
っ
た
か
を
論
じ
る
。 

  
第
二
部
で
は
、『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
と
、
そ
の
養
い
子
・
五
節
命
婦
設
定
、
ま
た
観
音
信
仰
と
語
り
手
設
定
と
の
関
連
を
経
て
、
鏡
物
の
中
に
お
け
る
語
り
手
設

定
の
意
味
を
論
じ
る
。 

 

『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
叙
述
と
の
関
連
が
薄
く
意
味
を
な
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
て
お
り
、
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
第
五
・
六
章
で
は

語
り
手
設
定
を
再
検
討
し
、
漢
詩
・
和
歌
・
管
弦
の
記
事
と
の
関
連
か
ら
、『
今
鏡
』
の
叙
述
内
容
と
語
り
手
設
定
と
の
対
応
か
ら
解
決
を
試
み
た
い
。 

第
七
章
で
は
、
第
五
章
で
検
討
し
た
あ
や
め
と
紫
式
部
と
の
設
定
を
、『
今
鏡
』
の
三
十
三
の
構
成
と
観
音
信
仰
の
面
か
ら
補
足
す
る
。『
今
鏡
』
に
は
成
立
時
に
付
さ
れ
た
十
巻
八

十
章
段
の
区
切
り
と
は
別
に
目
録
や
一
部
の
諸
本
に
の
み
見
ら
れ
る
三
十
三
の
区
切
り
が
存
在
す
る
。
こ
の
区
切
り
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
今
鏡
』
の
十-

七
九
「
作
り
物
語
の
行
方
」
に
み
え
る
法
華
経
普
門
品
の
観
念
と
、
紫
式
部
の
観
音
の
応
現
説
と
語
り
手
設
定
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
推
察
し
て
い
く
。 

 

第
八
章
で
は
、
第
七
章
に
続
き
、
語
り
手
設
定
と
法
華
経
を
用
い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。『
大
鏡
』
の
〈
歴
史
語
り
〉
に
挿
入
さ
れ
る
五
時
教
と
〈
歴
史
語
り
〉
の
対
応
関
係
か
ら
、

『
大
鏡
』
に
お
け
る
〈
語
り
〉
と
〈
声
〉
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観
念
は
、
第
四
章
で
述
べ
た
虚
実
の
概
念
と
も
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
歴
史
物
語
自
身
の
〈
語

り
手
〉
と
〈
語
り
〉
の
概
念
を
比
較
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

 

注 ⑴ 

松
村
博
司 

『
歴
史
物
語 

改
訂
版
』
塙
選
書
十
六
（
塙
書
房
、
一
九
七
九
、
初
版
一
九
六
一
）
に
よ
る
と
、『
黒
川
真
頼
全
集
』
第
六
巻
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
一
）
が
初
出

だ
と
す
る
。 

⑵ 

松
村
博
司
注
⑴
先
掲
書
、
一
〇
頁
。 

⑶ 

『
芳
賀
矢
一
遺
著 

歴
史
物
語
』（
冨
山
房
、
一
九
二
八
、『
日
本
文
献
学
』『
文
法
論
』『
歴
史
物
語
』
の
合
冊
）。
ま
た
、
秋
山
虔
「
歴
史
物
語
研
究
の
た
め
に
̶
そ
の
創
出
の
歴

史
的
位
相
」（
歴
史
物
語
講
座
刊
行
委
員
会
編
『
歴
史
物
語
講
座
』
第
一
巻
、
一
九
九
八
）
を
参
照
し
た
。 

⑷ 

松
村
博
司
注
⑴
先
掲
書
、
十
二
頁
。 

⑸ 

山
中
裕
、
久
下
裕
利
編
『
栄
花
物
語
の
新
研
究
̶
歴
史
と
物
語
を
考
え
る
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
七
）
の
、
山
中
裕
氏
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
に
、「
か
よ
う
に
、
歴
史
的
意
義
は
、

早
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
た
が
、
物
語
文
学
と
し
て
の
価
値
は
、
や
は
り
、
栄
花
物
語
に
は
、
ま
だ
完
全
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
物
語
文
学
と

し
て
の
主
題
や
内
部
論
理
の
展
開
を
見
極
め
る
論
を
、
今
後
と
も
期
待
し
よ
う
。（
五
七
三
頁
）」
と
提
言
さ
れ
て
い
る
。 

⑹ 

桜
井
宏
徳
「
物
語
文
学
と
し
て
の
『
大
鏡
』
に
向
け
て
」（『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
） 
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⑺ 

河
北
騰
『
歴
史
物
語
と
古
記
録
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
八
）、
大
木
正
義
『
今
鏡
表
現
論
』（
新
典
社
、
一
九
九
九
）、
松
本
治
久
『
歴
史
物
語
の
研
究
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
）、

中
村
康
夫
『
栄
花
物
語
の
基
層
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
）、
加
藤
静
子
『
王
朝
歴
史
物
語
の
生
成
と
方
法
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
）、
新
田
孝
子
『
栄
花
物
語
の
乳
母
の
系

譜
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
三
）、
勝
倉
壽
一
『
大
鏡
の
史
的
空
間
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
五
）、
大
木
正
義
『
今
鏡
の
表
現
追
考
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
五
）、
桜
井
宏
徳
注
⑹
先

掲
書
、
加
藤
静
子
『
王
朝
歴
史
物
語
の
方
法
と
享
受
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
一
）、
中
村
成
里
『
平
安
後
期
文
学
の
研
究 

御
堂
流
藤
原
氏
と
歴
史
物
語
・
仮
名
日
記
』（
早
稲
田
大

学
出
版
部
、
二
〇
一
一
）、
福
長
進
『
歴
史
物
語
の
創
造
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
）、
山
中
裕
『
栄
花
物
語
・
大
鏡
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
）。
た
だ
し
、
小
島
明

子
『
中
世
宮
廷
物
語
文
学
の
研
究 - 

歴
史
と
の
往
還
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
〇
）
の
よ
う
に
、「
鏡
物
」
に
つ
い
て
の
論
考
が
過
半
数
を
占
め
て
い
て
も
書
名
に
記
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
計
上
し
て
い
な
い
。 

⑻ 

松
本
治
久
編
『
歴
史
物
語
論
集
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
一
）、
山
中
裕
編
『
新
栄
花
物
語
研
究
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
）、
注
⑸
先
掲
書
。 

⑼ 

『
大
鏡
』
の
古
本
系
本
文
で
は
「
世
次
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、『
今
鏡
』『
増
鏡
』
の
表
記
に
従
い
、
本
論
で
は
「
世
継
」
に
統
一
す
る
。 

⑽ 

加
藤
静
子
注
⑺
先
掲
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

⑾ 

桜
井
宏
徳
注
⑹
先
掲
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

⑿ 

桜
井
宏
徳
「『
大
鏡
』
の
語
り
と
書
く
こ
と
̶
地
の
文
に
お
け
る
口
承
と
書
承
の
機
構
̶
」（
注
⑹
先
掲
書
所
収
、
初
出
『
文
学
』〈
隔
月
刊
〉
第
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
・
一
）。 

  
 

 
 

 

「
歴
史
物
語
の
身
体 

̶
語
り
の
視
線
̶
」（『
日
本
文
学
』
第
六
十
三
巻
三
号
、
二
〇
一
四
・
三
）
参
照
。 

 

 
 「『
大
鏡
』
に
お
け
る
女
性
批
判
」（『
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
』
四
号
、
二
〇
〇
八
・
三
）
参
照
。 
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『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
は
、
成
立
時
期
や
歴
史
語
り
の
対
象
と
な
る
時
代
は
異
な
る
も
の
の
、
摂
関
藤
原
氏
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
点
で
は
、
共
通
す
る
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
同
母
の
兄
を
二
人
持
ち
な
が
ら
も
、
三
代
の
帝
の
外
祖
父
、
三
后
の
父
と
い
う
前
代
未
聞
の
地
位
を
得
て
、
権
勢
を
ふ
る
っ
た
藤
原
道
長
の
存
在
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い

ず
れ
の
作
品
も
「
道
長
」
と
い
う
指
針
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
始
点
や
終
点
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
一
方
で
、
物
語
ら
れ
る
摂
関
藤
原
氏
へ
の
認
識
や
価
値
観
は
、
作
品
に
よ
っ
て
異
な
る
様
相
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
御
堂
流
の
栄
花
と
い
う
「
到
達
点
」
を
得
た
『
栄

花
物
語
』
と
『
大
鏡
』
は
、
そ
の
始
点
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
観
点
で
定
め
て
お
り
、「
道
長
」
と
い
う
「
始
点
」
を
得
た
『
今
鏡
』
は
、
平
家
台
頭
の
最
中
に
あ
っ
て
は
、
摂
関
家
の

現
況
と
藤
氏
の
あ
り
方
と
の
す
り
合
わ
せ
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。 

 

本
章
で
は
、
歴
史
物
語
の
〈
藤
氏
観
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
摂
関
藤
原
氏
の
概
念
の
、
作
品
間
に
お
け
る
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
を
目
標
に
、
歴
史
語
り
の
始
発
と
摂
関
・
歴
史
語
り

の
行
く
末
と
予
祝
・
藤
氏
の
北
の
方
の
源
氏
と
い
っ
た
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
検
討
し
て
い
く
。 

 

さ
ら
に
、
平
安
時
代
の
仮
名
散
文
と
い
う
点
で
歴
史
物
語
と
同
質
の
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
作
り
物
語
に
つ
い
て
も
、
一
考
を
試
み
た
い
。 

 
 

 

 

『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
は
、
藤
原
道
長
の
栄
耀
栄
達
を
語
ろ
う
と
す
る
目
的
が
共
通
し
、
歴
史
語
り
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
神
武
天
皇
か
ら
で
な
く
、
も
う
少
し

近
代
に
始
発
を
定
め
た
点
に
よ
っ
て
、
問
題
意
識
が
共
通
し
て
い
る
。 

 

神
武
天
皇
か
ら
語
ら
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、『
栄
花
物
語
』
は
「
書
き
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
」
と
し
、『
大
鏡
』
が
「
聞
き
耳
遠
け
れ
ば
」
と
し
て
い
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
類
似
し
た
語
句
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
大
鏡
』
は
『
栄
花
物
語
』
の
問
題
設
定
を
踏
ま
え
て
序
を
設
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
が

設
定
し
な
お
し
た
「
始
発
」
は
、『
栄
花
物
語
』
が
宇
多
・
醍
醐
天
皇
（
歴
史
語
り
そ
の
も
の
は
村
上
天
皇⑴

）、『
大
鏡
』
が
文
徳
天
皇
と
、
わ
ず
か
な
が
ら
差
異
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
。 
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こ
れ
ら
の
差
異
の
原
因
を
、
歴
史
物
語
と
国
史
・
家
伝
と
の
関
わ
り
に
求
め
て
み
る
と
、『
栄
花
物
語
』
は
『
六
国
史
』
継
承
の
意
識
か
ら⑵

、『
大
鏡
』
は
藤
氏
家
伝
の
立
場
か
ら⑶

、

そ
れ
ぞ
れ
「
始
発
」
を
定
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
章
で
は
、『
栄
花
物
語
』
よ
り
『
大
鏡
』
の
方
が
藤
原
氏
北
家
に
沿
っ
た
始
発
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、

別
の
側
面
か
ら
論
じ
た
い
。 

 

『
栄
花
物
語
』
で
、「
藤
氏
」
と
し
て
は
じ
め
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
藤
原
基
経
で
あ
る
。
注
⑴
山
中
裕
先
掲
書
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
事
実
上
の
歴
史
語
り
の
開
始
が
村
上
天
皇
と

な
る
な
ら
ば
、大
臣
の
始
め
は
基
経
の
孫
で
村
上
天
皇
の
時
の
右
大
臣
の
師
輔
で
も
よ
く
、あ
る
い
は
基
経
が
村
上
天
皇
の
外
祖
父
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
だ
が
、『
栄

花
物
語
』
本
文
は
宇
多
天
皇
の
時
に
没
し
た
基
経
の
名
を
最
初
に
挙
げ
、
六
国
史
を
継
い
だ
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
北
家
の
祖
・
冬
嗣
や
冬
嗣
の
長
男
の
長
良
よ
り
も
、
良
房
の

子
で
冬
嗣
の
養
子
と
な
っ
た
基
経
を
先
に
置
い
て
お
り
、『
栄
花
物
語
』
で
は
、
藤
原
氏
の
系
譜
語
り
の
上
で
は
、
道
長
の
直
系
の
祖
先
を
主
眼
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

道
長
直
系
の
祖
先
を
重
視
す
る
『
栄
花
物
語
』
に
対
し
て
、『
大
鏡
』
の
列
伝
の
序
は
、
北
家
の
祖
・
冬
嗣
に
重
点
を
置
い
て
列
伝
を
開
始
す
る
。 

 

世
継
は
、
左
右
大
臣
・
内
大
臣
・
太
政
大
臣
の
初
例
を
述
べ
た
あ
と
、
傍
線
部
の
よ
う
に
帝
紀
を
文
徳
天
皇
か
ら
開
始
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
大
臣
列
伝
を
藤
原
冬
嗣
か
ら
開
始
す

る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
継
の
理
屈
に
は
少
々
問
題
が
あ
る
。
帝
紀
の
開
始
を
根
拠
に
す
る
な
ら
ば
、
文
徳
天
皇
の
御
代
に
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
て
い
た
冬
嗣
で
は
な
く
、
天

皇
の
在
世
中
に
摂
政
太
政
大
臣
に
な
っ
た
良
房
を
始
発
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。 

 

さ
ら
に
、『
大
鏡
』
に
は
、「
道
長
上
」
に
お
い
て
「
藤
氏
物
語
」
と
称
さ
れ
る
、
藤
原
鎌
足
以
来
の
血
縁
を
紐
解
く
歴
史
語
り
も
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
大
臣
列
伝
の
開
始
時
に
は
「
あ

ま
り
あ
が
り
て
」
と
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。
さ
れ
た
は
ず
の
語
り
が
、
主
題
の
道
長
を
語
る
に
至
っ
て
、
設
置
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
長
個
人
だ
け
で
な
く
、
北
家
と
し

て
も
、
さ
ら
に
は
、
大
織
冠
以
来
の
藤
原
氏
の
栄
華
の
絶
頂
が
、『
大
鏡
』
の
万
寿
二
年
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

 

『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
を
承
け
て
成
立
し
た
『
今
鏡
』
は
、
構
成
や
語
り
の
場
の
設
定
の
上
で
は
『
大
鏡
』
を
継
承
し
つ
つ
も
、
語
り
の
設
定
や
文
化
史
観
に
お
い
て
、
独
特

の
価
値
観
が
散
見
す
る
。 

 

前
節
で
み
た
よ
う
に
、『
大
鏡
』
の
大
臣
列
伝
は
、
①
冬
嗣
を
始
発
と
し
、
②
良
房
↓
③
良
相
↓
④
長
良
↓
⑤
基
経･･････

と
い
う
よ
う
に
順
に
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
進
行
は
、
同

母
の
兄
妹
で
あ
る
②
③
④
に
つ
い
て
、
次
男
良
房
、
五
男
良
相
、
長
男
長
良
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
兄
弟
の
長
幼
の
順
で
は
な
く
、
主
流
の
人
物
を
、
各
世
代
の
最
後
に
置
く
方

法
を
と
っ
て
い
る⑻

。 

 

対
す
る
『
今
鏡
』
の
構
成
を
、
資
料
編
の
巻
名
一
覧
と
と
も
に
確
認
す
る
と
、『
大
鏡
』
が
菅
原
道
真
や
源
高
明
の
話
題
を
挿
入
し
な
が
ら
も
、
構
造
上
で
は
藤
原
氏
に
よ
っ
て
の
み
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成
立
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
『
今
鏡
』
有
り
様
が
知
ら
れ
る
。 

 
巻
四-

二
九
「
伏
見
の
雪
の
朝
」
に
登
場
す
る
頼
通
の
長
子
・
通
房
の
よ
う
な
若
く
し
て
命
を
落
と
し
た
人
物
な
ら
と
も
か
く
、『
今
鏡
』
は
御
堂
流
の
血
筋
を
持
ち
、
大
臣
の
経
験

も
あ
る
藤
原
信
長
に
つ
い
て
略
歴
を
記
さ
ず
、
兄
弟
と
と
も
に
名
を
併
記
し
て
い
る⑼

の
で
あ
る
。
同
様
に
、
藤
原
頼
長
に
つ
い
て
も
、
保
元
の
乱
で
破
れ
た
と
は
い
え
、
一
時
は
氏
の

長
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
甥
に
あ
た
る
基
実
、
基
房
よ
り
後
に
逸
話
を
配
置
し
て
い
る
（
巻
五-

四
〇
「
浜
千
鳥
」）。
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
列
伝
と
と
ら
え
ず
、
主
と
な
る
列

伝
に
付
属
す
る
逸
話
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
つ
ま
り
、『
今
鏡
』
の
「
藤
波
」
の
巻
々
は
、『
大
鏡
』
の
主
流
の
人
物
を
後
に
置
く
形
式
で
も
、
年
功
序
列

で
も
、
任
大
臣
順
で
も
な
い
判
断
基
準
に
よ
っ
て
、
章
段
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

『
今
鏡
』
の
章
段
形
成
の
「
判
断
基
準
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
任
摂
政
・
任
関
白
の
順
で
あ
る
。『
今
鏡
』
は
、『
大
鏡
』
が
重
視
し
な
か
っ
た
摂
政
関
白
に
絶
対
的
な
判
断
基
準

を
置
き
、
歴
史
語
り
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
長
や
頼
長
が
朝
廷
で
重
き
を
置
か
れ
た
大
臣
で
あ
っ
て
も
、
摂
関
で
な
い
以
上
は
、
摂
関
よ
り
先
に
語
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。 

 

右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
藤
波
」
の
巻
々
を
見
直
し
た
い
。
す
る
と
、
巻
五-

三
九
「
藤
の
初
花
」
章
段
の
松
殿
基
房
へ
の
祝
意
も
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
な
る
。
忠
通
よ
り
後
に
氏

の
長
者
と
な
っ
た
基
実
、
頼
長
、
兼
長
と
基
房
を
比
べ
、
摂
家
嫡
流
の
血
筋
に
生
ま
れ
、
大
臣
に
な
っ
て
も
氏
の
長
者
と
な
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
基
房
が
、
最
終
的
に
摂
政
・
氏
の

長
者
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
基
房
の
「
御
報
」
に
他
が
圧
倒
さ
れ
た
た
め
だ
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。 

 

〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
の
述
べ
た
基
房
の
「
御
報
」
は
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
三
月
の
語
り
の
現
在
か
ら
わ
ず
か
数
ヶ
月
後
の
嘉
応
二
年
八
月
に
、
基
房
が
い
わ
ゆ
る
殿

下
乗
合
事
件
に
よ
っ
て
平
家
に
叩
き
の
め
さ
れ⒁

、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
に
は
関
白
を
停
止
さ
れ
て
、
太
宰
府
配
流
の
憂
き
目
に
逢
う
こ
と⒂

か
ら
顧
み
る
と
、
結
果
的
に
時
代
の
流

れ
か
ら
は
外
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
造
は
、
実
は
『
大
鏡
』
に
お
け
る
通
房
へ
の
祝
意
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
外
れ
る
は
ず
の
な
い
〈
予
祝
〉
が
、
外
れ
る

べ
く
し
て
外
れ
る
構
図
を
『
今
鏡
』
は
、『
大
鏡
』
か
ら
継
承
し
た
の
で
あ
る⒃

。 

 
 

 

 

『
大
鏡
』 

と
『
今
鏡
』
は
、
い
ず
れ
も
、
摂
家
嫡
流
の
「
北
の
方
」
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
点
が
共
通
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。 

 

『
大
鏡
』
が
一
の
人
の
「
妻
」
が
源
氏
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
の
に
対
し
、『
今
鏡
』
で
は
、
頼
通
か
ら
基
房
ま
で
の
摂
関
の
流
れ
の
中
で
、
師
実
、
忠
実
を
除
く
全
員
が
、
源
氏

の
「
母
」
を
持
つ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
大
鏡
』
の
世
継
が
、
倫
子
、
明
子
所
生
の
子
孫
繁
栄
を
「
源
氏
の
栄
え
」
と
関
連
づ
け
、
藤
氏
と
源
氏
が
共
存
し
、
栄
華
を
支

え
合
う
世
と
し
て
語
っ
た
の
に
対
し
て
、『
今
鏡
』
の
あ
や
め
の
語
る
「
源
氏
」
の
血
筋
は
、「
藤
氏
の
一
の
人
」
の
繁
栄
を
助
け
る
も
の
と
し
て
「
あ
ら
ま
ほ
し
」
い
も
の
で
は
あ
る
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が
、
源
氏
自
身
の
栄
耀
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
『
大
鏡
』
が
定
義
し
た
、
一
の
人
の
「
北
の
方
」
に
相
応
し
い
源
氏
の
流
れ
を
、『
今
鏡
』
は
、
一
の
人
の
「
母
」
に
相
応
し
い
血
筋
と
し
て
捉
え
直
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、『
今

鏡
』
は
一
の
人
の
「
北
の
方
」
に
つ
い
て
も
、
藤
原
忠
通
の
北
の
方
・
宗
子
の
例
を
通
し
て
、
新
た
に
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
。 

 

〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
宗
子
の
嫉
妬
心
が
強
く
、
外
腹
の
忠
通
の
男
子
を
認
め
ず
出
家
さ
せ
た
の
で
、
摂
家
嫡
流
の
男
子
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
述
懐
す
る
。
そ
し

て
、
后
も
摂
関
の
北
の
方
も
、
嫉
妬
を
し
な
い
こ
と
が
、
子
孫
繁
栄
に
結
び
つ
く
の
だ
、
と
『
毛
伝
鄭
箋
』
に
み
ら
れ
る
「
螽
斯
」
詩
序
の
解
釈
を
引
用
し
て
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

『
大
鏡
』
の
外
戚
・
国
母
・
一
の
人
の
北
の
方
に
見
ら
れ
る
血
統
の
尊
重
が
、『
今
鏡
』
で
は
、
摂
政
関
白
の
母
へ
と
重
点
が
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
血
統
・
血
縁
へ
の
価

値
観
の
変
容
が
確
認
で
き
る
。 

 
 

 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
物
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
〈
藤
氏
〉
の
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
が
、
物
語
化
さ
れ
る
〈
藤
氏
〉
と
い
う
概
念
は
、
歴
史
物
語
以
外
の

作
品
に
も
当
然
な
が
ら
登
場
す
る
。
最
後
に
、
作
り
物
語
の
〈
藤
氏
〉
に
つ
い
て
、
歴
史
物
語
へ
の
影
響
と
と
も
に
見
て
い
き
た
い
。 

 

『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
人
間
関
係
の
構
造
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
本
博
士
論
文
の
第
一
章
で
す
で
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
本
章
で
は
藤
原
道
長
が
源
倫
子
の
若
々

し
さ
を
褒
め
称
え
る
場
面
へ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

 

『
栄
花
物
語
』
で
は
、
鷹
司
殿
源
倫
子
に
つ
い
て
、
数
多
の
子
を
産
み
な
が
ら
外
見
は
未
だ
に
二
十
ば
か
り
に
見
え
る
と
し
て
い
る⒇

（
は
つ
は
な
①
三
八
頁
）。
若
々
し
い
倫
子
の
姿

を
目
に
と
め
た
道
長
は
、
側
に
い
た
乳
母
に
「
見
よ
、
か
の
母
の
御
有
様
は
い
か
が
見
た
て
ま
つ
る
。
な
か
な
か
御
女
の
君
達
の
御
さ
ま
に
は
劣
ら
ぬ
御
有
様
に
こ
そ
若
や
ぎ
た
ま
へ

れ
。
な
ほ
御
髪
の
有
様
よ
（
は
つ
は
な
①
三
八
三
頁
）」
と
言
葉
を
か
け
て
、
娘
に
劣
ら
ぬ
若
々
し
さ
を
保
つ
倫
子
の
姿
を
称
え
る
。
こ
の
倫
子
と
道
長
の
姿
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の

俊
蔭
の
女
の
美
し
さ
に
感
じ
入
る
藤
原
兼
雅
の
場
面
と
、
以
下
の
三
点
が
共
通
す
る
。 

①
髪
の
有
様
に
つ
い
て
注
目
し
た
表
現
（
た
だ
し
、
倫
子
の
髪
は
袿
の
裾
ま
で
で
あ
り
、
毛
先
は
細
く
、
俊
蔭
の
女
の
髪
は
裳
の
裾
ま
で
で
あ
り
、
毛
先
も
細
く
な
い
と
い
う
差

異
が
あ
る
）。 

②
外
見
の
年
齢
（
倫
子
は
「
二
十
ば
か
り
」、
俊
蔭
の
女
は
「
二
十
余
ば
か
り
」
と
す
る
）。 

③
そ
の
姿
を
見
た
夫
に
よ
る
、
我
が
子
と
同
年
齢
に
み
え
る
と
の
評
価
（
た
だ
し
、
俊
蔭
の
女
の
場
合
は
「
妹
」
に
見
え
る
と
す
る
）。 

 

歴
史
物
語
に
影
響
を
与
え
た
作
り
物
語
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
よ
り
も
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
歴
史
物
語
の
描
写
へ
の
影
響
は
、『
栄
花
物
語
』
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「
浦
々
の
別
れ
」
で
の
藤
原
伊
周
と
光
源
氏
、『
今
鏡
』「
花
の
あ
る
じ
」
の
源
有
仁
と
光
源
氏
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
光
源
氏
に
関
係
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
藤
原
氏

に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

本
章
で
見
て
き
た
作
り
物
語
の
藤
氏
は
、
各
々
で
、
歴
史
上
の
摂
関
藤
原
氏
の
イ
メ
ー
ジ
を
援
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
等
身
大
に
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
物
語

で
は
、
藤
氏
は
政
治
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
源
氏
に
握
ら
れ
て
お
り
、
主
人
公
た
り
得
る
存
在
で
は
な
い
。 

 

平
安
時
代
の
歴
史
物
語
は
、
歴
史
的
素
材
を
利
用
し
、
構
築
さ
れ
た
仮
名
テ
キ
ス
ト
と
い
う
意
味
で
は
、
作
り
物
語
の
差
異
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
王
朝
歴
史
物
語
の

主
人
公
は
〈
藤
氏
〉
で
な
け
れ
ば
な
く
、
歴
史
語
り
の
中
に
は
〈
藤
氏
〉
の
道
理
と
も
い
う
べ
き
、
氏
族
観
が
絶
対
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
作
り
物
語
と
は
異
な
る
の
で

あ
る
。 

 
 

 

 

『
大
鏡
』
は
、
道
長
の
栄
華
栄
耀
を
語
る
と
い
う
点
で
は
『
栄
花
物
語
』
と
共
通
す
る
目
的
意
識
を
持
つ
が
、
大
臣
列
伝
の
始
発
は
北
家
の
祖
・
藤
原
冬
嗣
に
お
か
れ
、
大
宅
世
継

が
「
道
長
下
」
で
怪
し
い
記
憶
な
が
ら
も
大
織
冠
か
ら
の
藤
原
氏
を
一
括
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
氏
族
の
中
で
の
道
長
の
位
置
づ
け
を
意
識
し
な
が
ら
列
伝
を
構
成
し
て
い
る
。
そ

の
際
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
が
、
外
戚
と
い
う
価
値
観
で
あ
り
、
外
戚
と
し
て
主
流
の
人
物
を
兄
弟
の
長
幼
に
先
行
さ
せ
て
、
列
伝
を
形
成
さ
せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。 

 

『
今
鏡
』
は
、
歴
史
の
〈
語
り
手
〉
の
設
定
と
、
紀
伝
体
と
い
う
形
式
を
『
大
鏡
』
か
ら
踏
襲
し
た
一
方
で
、
そ
の
列
伝
の
構
成
は
、『
大
鏡
』
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
観
点
か
ら
構

築
さ
れ
て
い
る
。『
今
鏡
』
を
支
え
た
〈
藤
氏
観
〉
は
、
摂
政
関
白
で
あ
り
、〈
史
上
〉
で
は
終
焉
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
松
殿
基
房
で
さ
え
、
摂
関
で
あ
り
氏
の
長
者
で
あ
る
か

ら
に
は
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
三
月
の
〈
語
り
の
場
〉
の
中
で
の
み
と
は
い
え
、
祝
意
を
も
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
資
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。 

  ⑴ 

山
中
裕
『
平
安
文
学
の
史
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
） 

⑵ 

『
栄
花
物
語
』
成
立
の
背
景
に
『
新
国
史
』
の
編
纂
の
断
絶
が
係
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
松
村
博
司
『
歴
史
物
語 

改
訂
版
』
塙
選
書
十
六
（
塙
書
房
、
一
九
七

九
、
初
版
一
九
六
一
）
以
下
、『
栄
花
物
語
』
研
究
で
広
く
認
定
さ
れ
て
い
る
。
六
国
史
・『
新
国
史
』
と
歴
史
物
語
と
の
関
係
は
、
山
中
裕
「
歴
史
物
語
総
論
」（
歴
史
物

語
講
座
刊
行
委
員
会
編
『
歴
史
物
語
講
座
第
一
巻
総
論
編
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
八
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
章
は
こ
れ
ら
の
先
学
に
従
っ
て
い
る
。 

⑶ 

加
藤
静
子
「『
大
鏡
』
と
家
伝
・
本
系
帳
」（
山
中
裕
編
『
王
朝
歴
史
物
語
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
、
三
一
一
頁
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
『
大
鏡
』
の
系
譜
語
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り
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
本
章
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。 

嫡
流
に
密
着
し
た
系
譜
史
を
根
幹
と
し
て
い
く
大
鏡
列
伝
の
発
想
は
、
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
臣
列
伝
・
摂
関
列
伝
の
か
た
ち
で
は
な
く
、
家
伝
や
本
系
帳
の
書
き

方
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
摂
関
時
代
史
を
一
つ
の
系
譜
史
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
く
ろ
み
も
、
嫡
流
だ
け
を
讃
え
あ
げ
る
歴
史
精
神
も
、
家
伝
や
本

系
帳
が
、
そ
の
家
筋
で
編
ん
だ
（
も
し
く
は
編
ま
せ
た
）
の
と
同
様
に
、
道
長
家
と
い
う
家
筋
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。 

⑷
〜
⑺
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑻ 

橘
健
二
、
加
藤
静
子
校
注
『
大
鏡
』
解
説
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
四
、
小
学
館
、
一
九
九
六
）
四
四
〇
頁 

⑼ 

「
二
条
殿ど
の

の
次
の
御
子
は
、
三
位
の
侍
従
信
基
と
て
を
は
し
き
。
三
郎
に
て
は
、
九
条
の
太
政上

の
大
臣
お
と
ど

信
長
の
ぶ
な
が

と
て
お
は
せ
し
。
そ
れ
も
は
か
ば
か
し
き
末す
ゑ

も
お
は
せ
ぬ
な
る

べ
し
。（
巻
四-

三
二
「
は
ち
す
の
露
」）」
と
あ
る
。 

⑽
〜
⒀
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⒁ 

『
玉
葉
』
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
七
月
三
日
条
、
及
び
『
百
練
抄
』
同
日
条
に
よ
る
。 

⒂ 

『
玉
葉
』
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
十
四
日
条
に
よ
る
。 

参
考
：
松
薗
斉
「
治
承
三
年
の
ク
ー
デ
タ
ー
と
貴
族
社
会
│
花
山
院
流
と
藤
原
基
房
」（『
人
間
文
化 

 

愛
知
学
院
大
学
人
間
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
十
三
号 

二
〇
〇
八
・

九
）。 

⒃ 

こ
の
「
外
れ
た
予
祝
」
に
「
作
者
」
の
意
図
が
あ
っ
た
の
否
か
は
課
題
の
一
つ
と
な
り
う
る
が
、「
意
図
」
の
有
無
が
本
章
の
結
論
と
は
結
び
つ
か
な
い
た
め
、
考
察
し
な
い
。

た
だ
し
、『
今
鏡
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
竹
鼻
績
（「
今
鏡
の
成
立
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
』
三
十
一
-一
〇
、
一
九
六
二
・
十
）、
山
内
益
二
郎
（「
今
鏡
の
著
作
年

時
に
つ
い
て
̶
嘉
応
二
年
擬
想
執
筆
年
時
説
の
一
証
」『
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
六
号
、
一
九
七
〇
・
）
の
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
以
降
成
立
説
に
従
っ
て
い
る
。 

⒄
〜
⒆
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⒇ 

用
例
等
は
、
学
習
院
大
学
平
安
文
学
研
究
会
編
『
う
つ
ほ
物
語
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
）
三
三
〇
頁
に
ま
と
め
た
。 

⑴

〜
⑶

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 
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「
鏡
物
」
に
は
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
と
し
て
、
超
高
齢
の
老
人
が
登
場
す
る
。
具
体
的
に
は
、『
大
鏡
』
に
は
、
大
宅
世
継
、
夏
山
重
木
、
重
木
の
妻
の
い
ず
れ
も
百
歳
を
越
え
る

老
人
が
、『
今
鏡
』
に
は
、
後
一
条
天
皇
の
御
代
か
ら
高
倉
天
皇
の
「
今
」
ま
で
の
百
五
十
年
を
知
る
嫗
が
登
場
す
る
。『
水
鏡
』
に
は
仙
人
が
、『
増
鏡
』
に
は
鳩
杖
を
持
っ
た
嫗
が
現

れ
る
。
こ
れ
ら
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
自
ら
の
歴
史
語
り
の
真
実
性
を
事
あ
る
毎
に
口
に
す
る
。
た
と
え
ば
、『
大
鏡
』
の
大
宅
世
継
は
、
自
ら
の
語
り
を
、
あ
る
時
は
仏
典
に
、

ま
た
あ
る
時
は
「
日
本
紀
」
に
例
え
る
。
ま
た
、『
今
鏡
』
の
歴
史
の
〈
語
り
手
〉（
あ
や
め
、
小
鏡
）
は
、
五
戒
を
保
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
自
分
の
語
り
に
嘘
偽
り
が
な
い
こ

と
を
述
べ
る
。 

 

歴
史
物
語
の
「
嘘
偽
り
な
く
語
る
」
と
い
う
姿
勢
は
、『
無
名
草
子
』『
庭
の
訓
（
乳
母
の
ふ
み
）』
等
の
本
文
内
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
概
ね
受
容
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の

一
方
で
、『
愚
管
抄
』
の
「
ソ
レ
ハ
ミ
ナ
タ
ヾ
ヨ
キ
事
ヲ
ノ
ミ
シ
ル
サ
ン
ト
テ
侍
レ
バ
（
巻
三 

岩
波
文
庫
八
九
頁
）」
の
よ
う
に
、
一
面
性
を
否
定
す
る
言
説
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

歴
史
語
り
の
信
憑
性
を
保
証
す
る
語
り
手
の
設
定
自
体
が
、
鏡
物
が
虚
実
と
表
裏
一
体
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
本
章
で
は
、
鏡
物
に
お
い
て
の
虚
実
が
、

ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。 

 

 

  

『
嵯
峨
の
通
ひ
』
等
の
著
作
で
知
ら
れ
る
飛
鳥
井
雅
有
は
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
の
在
京
の
体
験
を
、
仮
名
日
記
『
春
の
深
山
路
』
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
雅
有
は
、

和
歌
に
耽
溺
す
る
時
の
東
宮
煕
仁
親
王
（
後
の
伏
見
天
皇
）
に
対
し
て
、「
世
継
」
を
読
む
こ
と
を
勧
め
る
。 

 

雅
有
曰
く
、「
世
継
」
な
ん
ぞ
は
、
東
宮
の
う
ち
に
よ
く
読
ん
で
、「
世
の
成
り
行
く
さ
ま
」「
ま
つ
り
ご
と
の
よ
し
あ
し
」
を
理
解
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、

即
位
の
後
に
は
そ
う
い
っ
た
物
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
由
が
古
く
か
ら
申
し
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

雅
有
の
先
の
発
言
は
、
歴
史
物
語
に
関
す
る
二
つ
の
問
題
点
を
提
示
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
鎌
倉
時
代
前
期
、
女
子
供
だ
け
で
な
く
、
東
宮
や
雅
有
の
よ
う
な
男
性
官
人
が
世
情

や
政
治
を
理
解
す
る
助
け
と
し
て
、
世
継
（
＝
『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
と
い
っ
た
歴
史
物
語
）
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
二
つ
目
は
、
天
皇
が
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点

で
あ
る
。 

 

「
世
継
」
は
、
か
な
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
特
性
か
ら
、
主
に
女
性
に
享
受
さ
れ
て
き
た⑵

。
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
歴
史
物
語
の
な
か
で
も
受
容
の
対
象
と
な
る
作
品
が
増
え
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る
傾
向
に
あ
り
、
讃
岐
や
阿
仏
尼
は
、「
世
継
」
に
書
か
れ
て
あ
る
出
来
事
を
「
実
」
と
捉
え
、
自
ら
の
実
体
験
へ
照
射
す
る
た
め
に
「
世
継
」
を
読
ん
で
い
る
。
そ
の
一
方
で
、『
無

名
草
子
』
は
、
作
中
に
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
の
男
性
評
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
女
性
評
を
展
開
し
て
い
た
。 

 
そ
れ
以
降
も
、
宮
中
の
女
房
の
手
に
よ
る
仮
名
の
日
記
『
御
湯
殿
上
日
記
』
の
、
文
明
十
五
年
八
月
二
十
日
条
に
は
、
日
野
富
子
へ
『
世
継
』
を
返
却
し
た
記
事
が
見
え
、『
証
如
上

人
日
記
（
天
文
日
記
）』
天
文
八
年
九
月
二
十
七
日
条
に
は
、
本
願
寺
光
教
の
母
に
『
栄
花
物
語
』
を
与
え
た
記
事
が
あ
り
、
ひ
き
つ
づ
き
『
栄
花
物
語
』
が
女
性
に
受
容
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

 

  

次
に
、
男
性
か
ら
み
た
歴
史
物
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
本
節
冒
頭
に
掲
げ
た
『
春
の
深
山
路
』
以
外
で
は
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』、
兼
好
法
師
の
『
徒
然
草
』
に
、
歴
史
物
語
に

つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。 

『
愚
管
抄
』
三
巻
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
世
継
ガ
物
ガ
タ
リ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。 

 

慈
円
は
、
ま
ず
「
世
継
ガ
物
ガ
タ
リ
」
を
書
き
継
い
で
、
保
元
の
乱
以
後
の
出
来
事
を
記
す
者
が
い
な
い
こ
と
を
述
べ
、
少
し
は
あ
る
と
は
聞
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
み
な
「
ヨ

キ
事
」
の
み
記
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
保
元
の
乱
以
降
は
「
乱
世
」
で
あ
る
の
で
、「
ワ
ロ
キ
事
」
の
み
が
あ
る
よ
う
な
の
を
「
ハ
ヾ
カ
リ
テ
」、
人
モ
言
い
残
さ
な
い
よ
う
に
に
し

て
い
る
の
か
と
「
オ
ロ
カ
ニ
」
思
う
の
だ
、
と
い
う
。 

 

『
今
鏡
』
に
保
元
の
乱
に
関
す
る
情
報
量
が
少
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
歴
史
物
語
研
究
で
も
考
察
さ
れ
て
い
る⑶

。『
愚
管
抄
』
は
、『
今
鏡
』
の
成
立
か
ら
百
年
を
待
た
ず
し

て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
批
判
し
、
そ
の
原
因
は
「
ハ
バ
カ
リ
」
が
あ
っ
た
が
故
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、『
愚
管
抄
』
は
、『
今
鏡
』
を
批
判
し
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
つ
つ
も
、
実
際
は
参
照
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
批
判
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
内
容
を
見

ず
し
て
は
不
可
能
な
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
愚
管
抄
』
は
歴
史
物
語
を
参
照
し
つ
つ
も
、「
か
た
そ
ば
」
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
参
照
を
推
奨
し
て
い
る
書
物
よ
り

価
値
の
劣
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。 

 

十
三
世
紀
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
書
籍
目
録
』
は
、
四
百
九
十
三
の
書
物
を
二
十
の
篇
目
に
分
類
し
た
目
録
で
あ
り⑷

、『
世
継
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』『
弥
世
継
』『
水
鏡
』
の
名
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
類
は
、『
古
事
記
』『
日
本
紀
』『
本
朝
世
紀
』
の
名
が
記
さ
れ
る
「
帝
紀
」
で
も
、『
藤
氏
伝
記
』『
摂
関
』
が
属
す
「
人
々
伝
」（
伝
記
）

で
も
、『
江
談
抄
』『
古
事
談
』『
愚
管
抄
』
の
区
分
の
「
雑
抄
」
で
も
な
く
、『
伊
勢
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
お
な
じ
「
仮
名
」
の
篇
目
と
な
っ
て
い
る
。 

 

歴
史
的
事
項
を
素
材
と
し
て
い
て
も
歴
史
物
語
が
「
帝
紀
」「
伝
記
」「
雑
抄
」
で
は
な
く
、「
仮
名
」
の
物
語
日
記
説
話
に
類
す
る
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
帝
紀
」
に
連
ね
ら
れ
る
こ
と
が
、
即
時
に
歴
史
物
語
の
価
値
に
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
日
本
紀
』『
本
朝
世
紀
』
と
歴
史
物
語
と
の
間
に
あ
る
歴
然
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と
し
た
区
分
と
し
て
、
漢
文
で
あ
る
か
、
和
文
で
あ
る
か
と
い
う
基
準
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
重
要
と
い
え
る
。
歴
史
物
語
は
仮
名
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
帝
紀
」
と
は
な
り
え
な
い
の

で
あ
る
。 

 
以
上
の
よ
う
に
、
男
性
の
歴
史
物
語
享
受
に
は
、
女
性
の
場
合
と
は
異
な
り
、『
愚
管
抄
』
や
『
本
朝
書
籍
目
録
』
の
よ
う
に
、
歴
史
物
語
を
史
書
と
は
分
け
る
（
時
に
は
劣
位
の
も

の
と
す
る
）
例
が
確
認
さ
れ
た
が
、
本
節
の
冒
頭
に
挙
げ
た
『
春
の
深
山
路
』
や
『
徒
然
草⑺

』、『
御
湯
殿
上
日
記
』
慶
長
三
年
二
月
三
日
条
の
、
左
大
史
壬
生
孝
亮
等
を
し
て
、『
栄
花

物
語
』
を
禁
中
で
校
合
し
た
記
事
、
あ
る
い
は
先
考⑻

で
指
摘
さ
れ
る
歌
人
の
享
受
を
見
る
限
り
、
中
世
以
降
の
男
性
間
に
も
歴
史
的
事
項
を
理
解
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
歴
史
物
語

は
積
極
的
に
享
受
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

 

  

以
下
に
『
春
の
深
山
路
』
に
お
け
る
問
題
の
箇
所
を
再
掲
す
る
。 

世
継
な
ど
ぞ
坊
の
御
程
に
て
は
よ
く
御
覧
ぜ
ら
れ
て
、
世
の
成
り
行
く
さ
ま
も
、
御
ま
つ
り
ご
と
の
よ
し
あ
し
も
、
思
し
召
し
分
く
べ
き
御
事
に
て
ぞ
侍
る
。
か
の
文
は
、
御
位

に
て
は
御
覧
ぜ
ら
れ
ぬ
由
、
古
く
申
し
習
ひ
て
侍
れ
ば
、
以
前
に
御
覧
ぜ
ら
れ
た
ら
ば
、
よ
く
こ
そ
侍
ら
め
。（
九
月
四
日
条 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』

三
五
九
頁
） 

 

傍
線
部
分
の
解
釈
は
、「
天
皇
は
仮
名
の
（
世
継
の
よ
う
な
）
卑
近
な
書
物
を
在
位
中
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
捉
え
る
か
、「
天
皇
は
（
世
継
の
よ
う
な
）
歴
史
的
な
テ
ク
ス

ト
を
在
位
中
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
逆
の
意
味
と
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

雅
有
が
『
寛
平
御
遺
誡
』
と
限
定
せ
ず
「
古
く
申
し
習
ひ
て
侍
る
」
と
記
し
た
以
上
、
完
全
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
世
の
成
り
行
く
さ
ま
」「
御
ま
つ
り
ご
と
の
よ
し

あ
し
」
が
、『
寛
平
御
遺
誡
』
逸
文
で
誦
す
よ
う
に
推
奨
さ
れ
た
『
群
書
治
要
』
の
内
容
と
対
応
し
、
先
に
示
し
た
引
用
形
態
か
ら
、「
唯
群
書
治
要
早
可
誦
。
勿
就
雑
文
消
日
月
耳
」

の
一
文
が
一
般
に
浸
透
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
飛
鳥
井
雅
有
日
記
全
釈
』
の
解
釈
は
も
っ
と
も
妥
当
な
も
の
だ
と
い
え
る
。 

 

そ
の
一
方
で
、
雅
有
が
「
世
継
」
を
「
雑
文
」
と
せ
ず
「
か
の
文
」
と
示
し
た
点
は
、
依
然
と
し
て
問
題
と
な
る
。「
か
の
文
」
が
「
雑
文
」
を
示
す
な
ら
ば
、
東
宮
時
代
に
「
よ
く

御
覧
ぜ
ら
れ
て
」
と
ま
で
推
奨
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。 

 

古
代
中
国
に
お
け
る
国
史
編
纂
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
慶
太
「
国
史
編
纂
と
素
材
史
料⑼

」
に
詳
し
い
。
唐
で
は
貞
観
年
間
の
太
宗
に
よ
っ
て
国
史
編
纂
事
業
は
制
度
的
に
も
変

革
を
迎
え
、
王
朝
の
関
与
の
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
皇
帝
は
当
代
の
起
居
注
、
及
び
国
史
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、『
貞
観
政
要
』
巻
第
七
「
論
文

史
」
第
二
十
八
は
、
太
宗
が
ま
ず
、
貞
観
十
三
年
に
起
居
注
の
褚
襚
良
に
「
帝
王
が
起
居
注
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
何
故
か
」
を
問
い
、
ま
た
貞
観
十
四
年
に
は
、
房
玄
齢
に
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「
帝
王
は
前
代
の
史
書
を
見
て
将
来
の
規
範
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
何
故
当
代
の
国
史
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
」
と
、
問
う
様
子
を
記
し
て
い
る
。 

 
太
宗
の
問
い
に
対
し
、
褚
襚
良
は
「
今
の
起
居
は
、
古
の
左
右
史
に
し
て
、
以
て
人
君
の
言
行
を
記
す
。
善
悪
必
ず
書
し
、
人
主
の
非
法
を
為
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ
」
と
答
え
、

玄
齢
は
「
国
史
は
既
に
善
悪
必
ず
書
し
、
人
主
の
非
法
を
為
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。
起
居
注
も
国
史
も
、
良
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
悪
い
こ
と
も
記
す
た
め
、

帝
王
に
み
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
起
居
注
に
も
国
史
に
も
あ
る
と
い
う
「
善
悪
」
と
い
う
語
は
、
前
節
で
引
用
し
た
『
愚
管
抄
』
巻
三
の
『
今
鏡
』
批
判
に
あ
る
「
ヨ
キ
事
」「
ワ
ロ
キ
事
」
と
対
応
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。『
愚
管
抄
』
が
『
貞
観
政
要
』
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
は
、「
紀
伝
の
三
史
、
八
代
史
之
文
選
・
文
集
・
貞
観
政
要
コ
レ
ラ
ヲ
ミ
テ
、
心
エ
ン
人
ノ
為
ニ
ハ
、
カ
ヤ
ウ

ノ
事
ハ
ヲ
カ
シ
ゴ
ト
ニ
テ
ヤ
ミ
ヌ
（
附
録 

二
六
七
頁
）」
と
あ
り
、「
唐
ノ
太
宗
ノ
事
ハ
貞
観
政
要
ニ
ア
キ
ラ
ケ
シ
（
二
九
二
頁
）」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、『
愚

管
抄
』
巻
三
の
『
今
鏡
』
に
は
「
ワ
ロ
キ
事
」
が
書
か
れ
て
い
な
い
ゆ
え
に
劣
る
、
と
す
る
指
摘
は
、
唐
の
起
居
注
や
国
史
の
あ
り
方
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

『
貞
観
政
要
』
が
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
知
識
層
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
条
・
高
倉
・
土
御
門
天
皇
に
進
講
さ
れ
た
記
録
が
あ
り
、
菅
原
為
長
が
北
条
政
子

の
命
に
よ
り
和
訳
し
た
『
仮
名
貞
観
政
要
』
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
認
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
中
国
に
お
け
る
、
帝
王
が
当
代
の
起
居
注
や
国
史
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
禁
は
、
唐
の
太
宗
に
よ
り
解
消
さ
れ
、
太
宗
に
範
を
求
め
る
天
皇
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
禁
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

さ
ら
に
い
え
ば
、
太
宗
以
前
も
前
代
の
国
史
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
、
本
節
で
問
題
と
し
て
い
る
『
春
の
深
山
路
』
九
月
四
日
条
の
「
御
位
に
て
は
御
覧
ぜ
ら
れ
ぬ
由
」

に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
、
歴
史
物
語
を
「
雑
文
」
と
釈
す
る
の
が
現
段
階
で
は
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
て
当
該
箇
所
を
再
読
す
る
と
、
雅
有
は
、
歴
史
物
語
を

『
群
書
治
要
』
の
予
習
と
し
て
の
い
わ
ば
、
プ
レ
群
書
治
要
と
も
い
え
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
、
東
宮
煕
仁
親
王
に
勧
め
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

  

前
節
ま
で
は
、
歴
史
物
語
の
虚
×実
に
つ
い
て
、
享
受
、
す
な
わ
ち
ソ
ト
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
歴
史
物
語
同
士
、
あ
る
い
は
、
歴
史
物
語
の
内
部
に
お
け
る
虚
×実
に

つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。 

 

『
今
鏡
』
の
一
〇-

三
「
作
り
物
語
の
行
方
」
の
段
は
、
源
氏
供
養
に
つ
い
て
言
及
し
た
ご
く
早
い
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』
享
受
を
問
題
に
す
る
際
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い⑽

。

『
今
鏡
』
で
は
、
基
本
的
に
「
物
語
」
の
語
は
、
具
体
的
な
話
を
指
し
示
す
場
合
は
『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
伊
勢
物
語
』『
江
談
抄
』
と
い
っ
た
、「
実
際
に
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る

話
」
の
み
が
該
当
し
、「
作
り
物
語
」
と
し
て
登
場
す
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
み
と
な
る⑾

。 

 

そ
の
点
か
ら
も
、『
今
鏡
』
に
と
っ
て
い
か
に
『
源
氏
物
語
』
が
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
が
、「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
の
収
め
ら
れ
た
第
十
「
打
聞
」
巻
に
入
る
と
、

『
今
鏡
』
に
は
珍
し
く
、
聞
き
手
（〈
物
語
の
語
り
手
〉
で
も
あ
る
）
の
女
性
た
ち
と
、
あ
や
め
の
連
れ
て
い
た
女
童
を
交
え
た
問
答
が
展
開
さ
れ
る
。 
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あ
や
め
は
、
事
様
が
比
類
な
い
こ
と
、
一
巻
二
巻
の
短
編
で
は
な
く
六
十
帖
の
長
編
で
、
し
か
も
欠
点
が
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
古
今
で
帝
や
后
の
よ
う
な
貴
人
を
始
め
書
き
写

さ
な
い
人
は
い
な
い
こ
と
と
し
て
、
具
体
的
に
は
「
優
婆
塞
の
戒
を
保
」
っ
た
宇
治
の
八
の
宮⑿

、
親
の
訓
戒
を
守
り
続
け
る
大
君
、
父
帝
に
愛
さ
れ
、
た
だ
な
ら
ぬ
宿
世
を
過
ご
し
な

が
ら
も
、
夢
幻
の
ご
と
く
こ
の
世
か
ら
去
っ
た
光
源
氏
、
冷
泉
帝
に
帝
位
を
譲
り
西
山
に
隠
遁
し
た
朱
雀
院
の
姿
に
、
人
間
を
仏
門
に
導
く
様
を
見
い
だ
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
人
を
仏
道
に
導
く
と
い
う
価
値
観
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
を
評
価
す
る
『
今
鏡
』
だ
が
、〈
歴
史
語
り
〉
に
用
い
ら
れ
る
の
は
右
に
挙
げ
た
仏
道
と
は
ま
っ
た
く
関
係

の
な
い
巻
々
か
ら
と
な
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
擁
護
は
、『
源
氏
物
語
』
自
体
の
持
つ
文
学
的
評
価
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

あ
や
め
の
歴
史
語
り
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
は
、『
今
鏡
』
に
と
っ
て
文
学
的
に
優
れ
て
い
る
箇
所
が
用
い
ら
れ
、「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
で
挙
げ
ら
れ
た
箇
所
に
つ
い
て

は
紫
式
部
堕
地
獄
説
、
そ
し
て
そ
の
原
因
と
な
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
虚
構
性
を
否
定
す
る
た
め
に
選
び
採
ら
れ
た
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

『
源
氏
物
語
』
を
擁
護
し
た
の
ち
、『
今
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
な
、
あ
や
め
の
発
話
に
よ
っ
て
歴
史
語
り
を
閉
じ
る
。 

「
い
か
で
か
、
ま
た
は
あ
ひ
奉

た
て
ま
つ

ら
む
ず
る
。
来こ

む
世よ

に
、
植
木

う
ゑ
き

の
も
と
に
仏
と
な
り
て
、
こ
れ
が
や
う
に
法の

り

説と

き
て
、
人
々
に
聞き

か
せ
奉

た
て
ま
つ

ら
ば
や
」（
十-

三
「
作
り
物
語
の
行

方
」
296
㊦
五
三
三
頁
） 

 

こ
こ
に
至
っ
て
、『
今
鏡
』
が
「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
で
展
開
し
た
『
源
氏
物
語
』
擁
護
は
、
す
べ
て
『
今
鏡
』
自
身
へ
と
重
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。『
今
鏡
』
は
〈
歴
史

の
語
り
手
〉
を
仮
構
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
歴
史
語
り
を
展
開
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
語
り
手
は
、
紫
式
部
に
仕
え
て
い
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
虚
言
を
用
い
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
『
今
鏡
』
も
同
じ
土
俵
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、『
今
鏡
』
は
何
ら
か
の
手
段
で
自
ら
の
虚
を
実
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ

て
の
が
、
仏
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
同
体
化
で
あ
り
、
方
便
論
を
用
い
て
『
源
氏
物
語
』
を
虚
か
ら
実
に
翻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
身
も
「
実
」
へ
と
変
換
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。 

 

 

  

『
今
鏡
』
の
時
代
や
政
治
へ
の
意
識
は
、
こ
れ
ま
で
文
学
・
歴
史
の
分
野
を
問
わ
ず
論
じ
ら
れ
て
き
た⒀

。
各
論
に
共
通
す
る
の
は
、『
今
鏡
』
は
保
元
・
平
治
の
乱
の
よ
う
な
政
治
的

対
立
を
描
く
際
に
直
接
的
に
描
か
ず
、
婉
曲
的
な
表
現
を
用
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
愚
管
抄
』
の
「
ヨ
キ
事
」
し
か
記
さ
な
い
と
い
う
『
今
鏡
』

へ
の
批
判
と
同
質
の
指
摘
で
あ
る
。 

 
 

巻
五-

一
「
御
笠
の
松
」
章
段
で
は
、
藤
原
忠
通
が
保
元
の
乱
後
に
再
び
氏
の
長
者
に
な
っ
た
こ
と
を
称
え
、
忠
通
が
春
日
祭
の
使
に
周
防
の
内
侍
か
ら
贈
ら
れ
た
「
い
か
ば
か
り
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神
も
う
れ
し
と
み
か
さ
山
二
葉
の
松
の
千
代
の
け
し
き
を
」
を
伝
え
て
い
る
。「
神
」
は
藤
原
氏
の
氏
社
で
あ
る
春
日
大
社
の
神
を
指
し
、「
三
笠
の
山
」
は
、
春
日
大
社
の
あ
る
三
笠

山
で
あ
り
、
巻
五-

三
「
藤
の
初
花
」
で
も
基
房
を
称
え
る
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
将
来
の
藤
氏
の
長
者
と
な
る
忠
通
へ
の
祝
意
を
示
す
歌
と
な
っ
て
い
る
。 

 
そ
の
忠
通
の
人
柄
や
才
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、『
今
鏡
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
過
剰
な
ま
で
の
絶
賛
を
続
け
る
。
こ
の
過
剰
な
ま
で
の
絶
賛
と
、
氏
の
長
者
復
活
へ
の
祝
意
に
は
、

忠
通
が
一
度
は
氏
の
長
者
を
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。『
今
鏡
』
は
、『
愚
管
抄
』
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
ワ
ロ
キ
事
」
を
「
ヨ
キ
事
」

で
覆
い
隠
す
方
法
で
歴
史
語
り
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

「
ワ
ロ
キ
事
」
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
『
今
鏡
』
に
は
、「
ヨ
キ
事
」
に
内
包
さ
れ
る
手
法
で
「
ワ
ロ
キ
事
」
を
示
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
ヨ
キ
事
」
も
「
ワ
ロ
キ
事
」
も
記
す
こ
と
で
実
に
近
づ
こ
う
と
し
た
『
愚
管
抄
』
と
は
異
な
る
、『
今
鏡
』
の
あ
り
方
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

 

  

以
上
、
歴
史
物
語
の
外
側
と
内
側
か
ら
、
歴
史
物
語
の
虚
×実
に
考
察
を
加
え
た
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
女
性
を
中
心
に
享
受
さ
れ
て
き
た
歴
史
物
語
は
、
男

性
官
人
の
中
で
は
、「
ヨ
キ
事
」
の
み
記
さ
れ
た
「
雑
文
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
世
の
あ
り
方
、
歴
史
の
一
側
面
を
知
る
材
料
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。 

 

『
大
鏡
』
の
設
定
を
引
き
継
い
だ
『
今
鏡
』
は
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
に
よ
る
歴
史
語
り
を
採
用
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
「
虚
」
を
「
実
」
に
転
換
さ
せ
る
た
め
に
、
紫
式
部
堕
地
獄

説
と
方
便
論
を
利
用
し
て
、
虚
は
、
虚
と
し
て
あ
り
な
が
ら
も
、
実
と
し
て
転
換
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。 

 

「
ワ
ロ
キ
事
」
が
記
さ
れ
な
い
と
『
愚
管
抄
』
に
否
定
さ
れ
る
『
今
鏡
』
は
、
過
剰
な
ま
で
の
「
ヨ
キ
事
」
に
よ
り
、「
ワ
ロ
キ
事
」
を
指
し
示
し
て
お
り
、
歴
史
語
り
の
虚
を
実
に

転
換
し
た
『
今
鏡
』
の
手
法
は
、
歴
史
語
り
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。 

 

注 ⑴
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑵ 

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
及
び
、『
乳
母
の
ふ
み
』
に
お
け
る
『
栄
花
物
語
』
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
中
村
成
里
「
歌
人
達
の
『
栄
花
物
語
』
享
受
」（『
平
安
後
期
文
学
の
研
究
―
御
堂

流
藤
原
氏
と
歴
史
物
語
・
仮
名
日
記
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
、
初
出
『
文
芸
と
批
評
』
十-

九
、
二
〇
〇
九
・
五
）
に
、
歌
人
の
中
で
の
享
受
と
と
も
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。 

⑶ 

河
北
騰
「「
今
鏡
」
の
特
色
を
考
え
る
」（『
文
学
・
語
学
』
一
七
〇
号
、
二
〇
〇
一
・
九
）。 

⑷
〜
⑹
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 
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⑺ 

徒
然
草
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
世
継
の
翁
の
物
語
」
に
言
及
す
る
が
、
該
当
す
る
本
文
は
『
大
鏡
』
に
は
な
い
。 

わ
が
身
の
や
ん
ご
と
な
か
ら
ん
に
も
、
ま
し
て
数
な
ら
ざ
ら
ん
に
も
、
子
と
い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん
。
前
中
書
王
・
九
条
太
政
大
臣
・
花
園
左
大
臣
、
み
な
族
絶
え
ん
事

を
ね
が
ひ
給
へ
り
。
染
殿
大
臣
も
、「
子
孫
お
は
せ
ぬ
ぞ
よ
く
侍
る
。
末
の
お
く
れ
給
へ
る
は
ろ
き
事
な
り
」
と
ぞ
、
世
継
の
翁
の
物
語
に
は
い
へ
る
（
六
段 

八
五
頁
）。 

 

お
そ
ら
く
、『
今
鏡
』
巻
八-

四
「
月
の
隠
る
る
山
の
は
」
の
花
園
左
大
臣
・
源
有
仁
に
よ
る
発
話
「
い
と
し
も
な
き
子
な
ど
の
あ
ら
む
は
い
と
本
意
な
か
る
べ
し
。
村
上
の
御
門

の
末
、
中
務
宮
の
孫
な
ど
い
ふ
人
々
見
る
に
、
さ
せ
る
事
な
き
人
ど
も
こ
そ
多
く
見
ゆ
め
れ
。
我
子
な
ど
あ
り
と
も
、
か
ひ
な
か
る
べ
し
（
巻
八-

四
「
月
の
隠
る
る
山
の
は
」
243

㊦
三
二
七
頁
）」
が
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

⑻
本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑼ 

遠
藤
慶
太
「
国
史
編
纂
と
素
材
史
料
」（『
平
安
勅
撰
史
書
研
究
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
、
初
出
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七
三
、
二
〇
〇
一
・
三
） 

⑽ 

海
野
泰
男
「『
今
鏡
』
の
源
氏
物
語
論
―
「
作
り
物
語
の
ゆ
く
へ
」
に
つ
い
て
―
」（『
常
葉
国
文
』
六
、
一
九
八
一
・
六
）、
日
向
一
雅
「
光
源
氏
の
出
家
と
『
過
去
現
在
因
果
経
』」

（『
源
氏
物
語
と
仏
教
』
青
蕑
社
、
二
〇
〇
九
） 

⑾ 

具
体
的
な
用
例
の
分
類
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

大
鏡
：「
序
」
6
、
一-

一
「
雲
井
」
10
㊤
二
四
頁
・
11
㊤
二
八
頁
、
五-

七
「
苔
の
衣
」
143
㊤
五
五
六
頁
（
内
容
的
に
は
『
栄
花
物
語
』
に
も
当
て
は
ま
る
が
、「
古
き
物
語
」

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、『
大
鏡
』
と
解
し
た
。 

栄
花
物
語
（
昔
の
物
語
）：
一-

一
「
雲
井
」
11
㊤
三
〇
頁 

源
氏
物
語
：「
序
」
7
、
八-

三
「
伏
し
柴
」
240
㊦
三
一
九
頁
（
源
有
仁
が
作
り
物
語
に
出
て
く
る
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
あ
る
が
、
前
後
に
有
仁
を
光
源
氏
に

擬
え
て
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
源
氏
物
語
』
と
と
っ
た
。）、
一
〇-

三
「
作
り
物
語
の
行
方
」

293
㊦
五
一
九
頁
・

295
㊦
五
二
六
頁
。 

伊
勢
物
語
：
七-

七
「
新
枕
」
222
㊦
二
五
〇
頁
、 

江
談
抄
：
一
〇-

一
「
敷
島
の
打
聞
」
288
㊦
四
九
五
頁
、 

そ
の
他
、
具
体
的
な
内
容
を
持
た
な
い
分
類
に
、
会
話
の
意
を
指
す
四-

三
「
伏
見
の
雪
の
朝
」（
99
㊤
三
九
五
頁
）、
五-

六
「
飾
り
太
刀
」（
139
㊤
五
四
二
頁
）、
六-

八
「
梅
の
木

の
下
」（
182
㊦
九
七
頁
）、
六-

九
「
花
散
る
庭
の
面
」（
189
㊦
一
二
三
頁
）
の
用
例
が
あ
り
、
故
事
の
意
味
を
指
す
五-

三
「
藤
の
初
花
」（
131
㊤
五
一
三
頁
、
早
世
し
た
人
物
の
譚
）、

七-

二
「
堀
河
の
流
れ
」（
208
㊦
一
九
四
頁
、
仏
教
譚
）
が
あ
る
。 

⑿ 

以
下
、『
今
鏡
』
本
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
に
つ
い
て
人
物
名
を
付
さ
ず
に
説
明
し
て
い
る
が
、
海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
下
』
五
三
〇
頁
注
を
参
考
に
、
人
物
名
を
補
っ
た
。 

⒀ 

注
⑶
先
掲
論
文
及
び
、
加
納
重
文
『
歴
史
物
語
の
思
想
』（
京
都
女
子
大
学
、
一
九
九
二
）。 
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『
今
鏡
』
自
体
の
の
特
色
は
、
す
で
に
幾
度
と
な
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り⑹

、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
に
つ
い
て
も
他
の
鏡
物
と
比
較
し
た
論
考
が
存
在
す
る⑺

が
、
ま
だ
検
討
さ
れ

て
い
な
い
部
分
も
多
い
。
本
章
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
今
鏡
』
の
語
り
手
設
定
に
新
た
な
一
考
を
加
え
て
い
き
た
い
。 

 
 

  

『
今
鏡
』
に
は
『
大
鏡
』
に
な
い
、
老
媼
の
設
定
が
存
在
す
る
。
具
体
的
に
は
、
学
生
の
子
で
あ
り
、
紫
式
部
に
仕
え
た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。 

 

『
今
鏡
』
で
仮
構
さ
れ
て
い
る
あ
や
め
の
設
定
は
、
序
文
に
お
け
る
あ
や
め
の
発
話
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
箇
条
書
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

①

都
で
百
年
、「
山
城
の
狛
の
わ
た
り
」
で
五
十
年
の
時
を
過
ご
し
た
。
そ
れ
以
降
、
語
り
の
現
在
ま
で
春
日
野
に
住
ま
い
を
移
し
た
。 

②

『
大
鏡
』
の
〈
語
り
手
〉
大
宅
世
継
の
孫
で
あ
り
、
父
親
は
学
生
だ
っ
た
。
若
い
頃
は
宮
仕
え
を
し
て
、
和
歌
や
漢
詩
を
よ
く
作
り
詠
ん
だ
。 

③

越
前
の
国
司
の
女
（
実
は
紫
式
部
）
に
仕
え
た
。 

④

あ
や
め
は
五
月
五
日
に
琵
琶
湖
の
舟
の
上
で
生
ま
れ
た
。 

⑤

紫
式
部
は
、「
百
練
鏡
」
を
引
い
て
、
あ
や
め
に
「
今
鏡
／
小
鏡
」
の
名
を
与
え
た
。 

⑥

あ
や
め
の
生
ん
だ
子
は
皆
法
師
に
し
て
し
ま
っ
た
が
、「
五
節
命
婦
」
と
い
う
女
子
と
「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
と
い
う
男
子
を
育
て
た
。 

 

従
来
、『
今
鏡
』
の
語
り
手
設
定
の
大
部
分
が
、
歴
史
語
り
に
は
直
接
現
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
さ
れ
て
き
た⑼

。
し
か
し
、 

歴
史
語
り
の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
話
題
に
注

目
す
る
と
、「
あ
や
め
父
親
の
学
生
」
あ
る
い
は
、「
あ
や
め
の
主
人
の
紫
式
部
」
と
い
っ
た
設
定
が
、『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

 

②
に
挙
げ
た
、
世
継
の
子
で
、
あ
や
め
の
父
の
「
生
学
生
」
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
世
継
の
父
が
生
学
生
に
「
使つ
か

は
れ
た
い
ま
つ
る
（
序
4
一
六
頁
）」
と
い
う
設
定
が
、
な
ぜ
、
あ

や
め
の
父
親
本
人
が
生
学
生
で
あ
る
と
設
定
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、『
今
鏡
』
の
漢
詩
文
に
ま
つ
わ
る
記
事
を
糸
口
に
し
て
解
決
を
試
み
た
い
。 
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『
今
鏡
』
に
収
録
さ
れ
た
漢
詩
文
の
引
用
を
分
類
す
る
と
、
歴
史
上
の
人
物
が
実
作
し
た
漢
詩
句
と
、
故
事
の
引
用
や
人
物
の
朗
詠
と
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
帝
紀
と

列
伝
に
相
当
す
る
巻
一
〜
八
の
漢
詩
句
の
他
出
が
、
漢
詩
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
大
鏡
』
で
い
う
「
雑
々
物
語
」
に
あ
た
る
巻
九
に
は
、
漢
詩
集
に
よ
る
他
出
が
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
。
巻
九-

七
六
「
ま
こ
と
の
道
」
の
よ
う
に
漢
詩
集
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
例
で
も
、
作
者
名
に
異
同
が
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
帝
紀
・
列
伝
の
漢
詩
句
と
巻
九
の
漢

詩
句
は
異
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
。 

 

巻
一
〜
八
の
帝
紀
・
列
伝
部
分
の
漢
詩
句
九
聨
の
う
ち
、
五
聨
（
正
確
に
は
三
聨
二
句
と
な
る
）
は
、
傍
線
を
付
し
た
藤
原
基
俊
撰
の
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
。
藤
原

忠
通
作
の
二
聨
が
『
新
撰
朗
詠
集
』
に
撰
ば
れ
て
い
な
い
の
は
、
忠
通
の
漢
学
の
才
と
は
関
係
な
く
、
物
故
者
か
ら
詩
句
を
採
用
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
『
新
撰
朗
詠
集⑿

』
の
成
立

時
に
忠
通
が
存
命
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、『
今
鏡
』
漢
詩
句
の
引
用
に
つ
い
て
見
た
時
に
重
要
と
な
る
の
が
、『
今
鏡
』
畠
山
本
の
漢
詩
表
記
の
方
法
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
凡
例
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、『
今
鏡
』
本

文
は
古
写
本
の
一
つ
で
あ
る
畠
山
本
本
文
の
翻
刻
を
用
い
て
い
る
が
、
畠
山
本
で
は
、
一
覧
表
⑴
後
一
条
天
皇
と
⒁
藤
原
為
時
に
よ
る
漢
詩
を
除
き
、
漢
詩
句
の
表
記
が
す
べ
て
漢
字

仮
名
交
じ
り
に
「
開
か
れ
た
（
＝
訓
読
さ
れ
た
）」
状
態
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
、
流
布
本
系
の
本
文
の
蓬
左
文
庫
本
で
は
、
⑴
⒁
に
加
え
て
、
⑵
⑶
⑷
⒂
に
つ
い
て
、
漢
字
仮

名
交
じ
り
で
は
な
く
、
白
文
で
漢
詩
句
を
表
記
し
て
い
る
。 

 

『
新
撰
朗
詠
集
』
は
、
朗
詠
の
た
め
に
編
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
訓
点
が
付
さ
れ
た
諸
本
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
最
も
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
藤
原
定
家
が
加
点
し
た
陽
明
文
庫

本
が
あ
る
。
畠
山
本
系
の
本
文
は
、
訓
点
の
付
さ
れ
た
『
新
撰
朗
詠
集
』
を
も
と
に
漢
詩
句
を
表
記
し
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
自
然
と
言
え
る
。 

 

さ
ら
に
、
畠
山
本
の
漢
詩
句
の
引
用
で
は
、『
新
撰
朗
詠
集
』
以
外
に
も
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
の
源
が
問
題
と
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
畠
山
本
の
本
文
で
は
何

か
し
ら
の
意
図
に
よ
り
、
漢
詩
句
を
開
い
て
引
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

『
大
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
大
宅
世
継
が
漢
詩
文
に
疎
く
、『
菅
家
後
集
』
を
学
生
に
習
っ
た
（
時
平
81
八
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
に
、『
今
鏡
』
の
あ
や
め
は
、

若
い
頃
に
漢
詩
文
を
「
作
り
詠
ん
だ
」
と
「
設
定
」
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
漢
学
の
知
識
は
相
当
に
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
あ
や
め
は
、「
乾
坤
と
い
ふ
は
、
あ
め
つ
ち
と

い
ふ
こ
と
に
ぞ
侍
る
な
る
（
巻
一-

四
「
星
合
」
20
㊤
六
七
頁
）」
と
、〈
聞
き
手
〉
に
漢
詩
句
の
解
説
を
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、『
江
談
抄
』
や
『
二
東
記
』
の
存
在
を
述
べ
る
あ
や
め
が
、
三
十
三
聨
の
漢
詩
句
引
用
に
つ
い
て
は
、
た
だ
の
一
度
も
テ
キ
ス
ト
の
形
で
目
に
し
た
と
は
述
べ
る
こ
と
が

な
い⒄

。
で
は
、
そ
の
漢
詩
句
は
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
や
め
の
中
に
蓄
積
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
解
こ
そ
が
、
畠
山
本
の
訓
読
体
に
よ
る
漢
詩
の
引
用
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
あ
や
め
は
、
漢

詩
句
を
朗
詠
の
形
で
耳
に
し
、
記
憶
し
た
と
「
設
定
」
さ
れ
た
の
で
な
い
か
。 

 

『
今
鏡
』
に
は
、
朗
詠
す
る
官
人
の
様
子
が
た
び
た
び
語
り
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
朗
詠
の
形
で
記
さ
れ
て
い
た
『
新
撰
朗
詠
集
』
の
訓
点
本
は
、「
設
定
」
の
実
現
に
は
格
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好
の
材
料
だ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

 

  

『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
の
設
定
に
は
、
対
応
関
係
を
持
つ
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば
、〈
歴
史
語
り
手
〉
と
し
て
、『
大
鏡
』
は
大
宅
世
継
が
現
れ
る
の
に
対

し
、『
今
鏡
』
で
は
世
継
の
孫
娘
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
語
り
の
場
に
つ
い
て
も
『
大
鏡
』
の
雲
林
院
に
と
対
応
関
係
に
あ
る
の
は
、『
今
鏡
』
で
は
春
日
野
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
対

応
関
係
を
、〈
語
り
手
〉
の
主
従
関
係
に
当
て
は
め
る
と
、
世
継
が
若
い
頃
仕
え
た
班
子
女
王
に
対
応
す
る
の
は
、『
今
鏡
』
で
は
紫
式
部
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

主
人
に
対
す
る
重
点
の
置
き
方
が
『
大
鏡
』
と
『
今
鏡
』
と
で
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 

『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
若
い
時
に
は
、
二
つ
の
呼
び
名
を
持
っ
て
い
た
。
一
つ
目
は
先
に
挙
げ
た
紫
式
部
に
伺
候
す
る
際
に
名
乗
っ
た
「
あ
や
め
」
で
、〈
語
り
手
〉

が
五
月
五
日⒅

に
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
親
に
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。 

 

若
き
日
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
紫
式
部
の
も
と
に
「
あ
や
め
」
の
名
で
出
仕
し
た
際
に
、
そ
の
名
の
由
来
を
五
月
五
日
に
母
親
が
志
賀
に
い
た
時
に
船
の
中
で
生
ま
れ
た
と
説

明
す
る
。「
午
の
時
生
ま
れ
た
の
で
は
」
と
水
を
む
け
る
紫
式
部
。
そ
の
通
り
だ
と
答
え
る
あ
や
め
の
言
葉
に
紫
式
部
は
、「
百
度

も
も
た
び

練ね

り
た
る
あ
か
が
ね

「̶
百
練
鏡
」
で
あ
る
よ
」

と
偶
然
の
一
致
に
興
じ
、「「
百
練
鏡
」
の
詩
句
に
あ
る
「
古
鏡
」
で
は
少
女
に
は
あ
ん
ま
り
だ
か
ら
、「
今
鏡
」
と
い
お
う
か
、
そ
れ
と
も
、「
小
鏡
」
と
つ
け
よ
う
か
」
と
様
々
に
考

え
を
巡
ら
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
記
述
の
み
で
は
、『
紫
式
部
日
記
』
記
載
の
紫
式
部
か
ら
上
東
門
院
彰
子
へ
の
新
楽
府
進
講
の
記
事
と
の
関
連
を
見
い
だ
す
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の

紫
式
部
の
発
話
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
『
今
鏡
』
が
女
性
な
が
ら
に
漢
詩
に
通
じ
る
紫
式
部
像
を
採
用
し
た
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
。 

 

紫
式
部
の
発
言
と
「
百
練
鏡
」
に
共
通
す
る
「
古
鑑
」
の
語
は
、『
大
鏡
』
の
大
宅
世
継
が
自
ら
の
歴
史
語
り
を
指
し
て
詠
じ
た
和
歌
「
す
べ
ら
ぎ
の
あ
と
も
つ
ぎ
つ
ぎ
か
く
れ
な
く

あ
ら
た
に
み
ゆ
る
古
鏡
か
も
」（
後
一
条
院
54
五
七
頁
）
と
も
重
な
る
。〈
聞
き
手
〉
達
に
よ
っ
て
「
物
語
る
こ
と
」
を
要
請
さ
れ
る
よ
り
前
に
、
す
で
に
紫
式
部
か
ら
あ
や
め
の
〈
語

り
手
〉
と
し
て
の
資
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

右
に
掲
げ
た
、
あ
や
め
と
〈
聞
き
手
〉
の
会
話
と
、
紫
式
部
の
「
名
付
け
」
の
挿
話
は
、『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
た
る
に
は
、
世
継
の
血
を
引
く
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
作
品
内
で
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
主
人
を
設
定
し
、
明
示
す
る
手
法
自
体
は
、『
大
鏡
』
で
も
採
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
世
継
に
と
っ
て
の
班

子
女
王
、
重
木
に
と
っ
て
の
藤
原
基
経
、
重
木
妻
に
と
っ
て
の
中
務
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。
ま
た
、
世
継
が
基
経
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
、
重
木
が
興
奮
し
た
様
相
を
見
せ
る
、

と
い
っ
た
よ
う
に
、
歴
史
語
り
が
展
開
さ
れ
る
中
で
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
た
ち
の
主
従
関
係
が
生
か
さ
れ
た
描
写
も
見
受
け
ら
れ
る
。 
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あ
や
め
と
紫
式
部
の
主
従
関
係
は
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
資
質
の
保
証
だ
け
で
な
く
、
あ
や
め
と
紫
式
部
の
同
化
と
い
う
側
面
も
持
つ
。 

 
藤
原
為
時
の
県
召
に
ま
つ
わ
る
一
連
の
逸
話
は
、
諸
注
釈
も
指
摘
す
る
よ
う
に⒇

、
他
出
の
本
文
の
い
ず
れ
も
、
一
条
天
皇
の
為
時
と
渡
来
人
に
漢
詩
を
作
り
交
わ
さ
せ
る
意
図
と
、

実
際
に
交
わ
さ
れ
た
漢
詩
に
つ
い
て
は
載
せ
て
い
な
い
。
本
稿
で
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
為
時
に
対
し
「
昔
の
御
局つ

ぼ
ね

の
親を

や

に
お
は
せ
し
越
後
守

ゑ
ち
ご
の
か
み

」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
他
の
文
人

と
区
別
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
「
昔
の
御
局つ

ぼ
ね

」
と
は
、
紫
式
部
を
指
し
、
巻
一-

五
「
望
月
」
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
⑴

。
こ
の
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語

の
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
た
巻
九
に
お
い
て
も
、『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
の
中
に
、
語
り
手
設
定
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
為
時
を
紫
式
部
の
「
親
」
と
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
詩
に
通
じ
る
父
娘
と
い
う
、
あ
や
め
の
設
定
と
紫
式
部
の
経
歴
と
に
共
通
項
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
第
二

節
で
、
あ
や
め
の
漢
詩
句
の
知
識
の
背
景
に
は
、
父
生
学
生
の
存
在
が
「
設
定
」
さ
れ
て
い
る
旨
を
述
べ
た
。
現
実
の
紫
式
部
が
ど
の
よ
う
な
女
性
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

『
今
鏡
』
で
は
、
あ
や
め
と
も
ど
も
、
和
歌
唐
歌
問
わ
ず
「
作
り
詠
み
」、
か
つ
「
源
氏
と
い
ふ
め
で
た
き
物
語

も
の
が
た
り

」
作
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
作
り
物
語
の
代
わ
り
に
あ
や
め
が
紡

い
で
み
せ
た
物
語
が
、『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
と
な
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、『
今
鏡
』
で
は
、
紫
式
部
と
あ
や
め
と
の
間
に
何
重
も
の
環
境
の
重
ね
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 

  

『
大
鏡
』
の
歴
史
語
り
は
、
文
徳
天
皇
か
ら
後
一
条
天
皇
の
万
寿
二
年
を
対
象
と
し
、『
大
鏡
』
を
継
承
し
た
『
今
鏡
』
も
、
帝
紀
（
第
一
〜
三
「
す
べ
ら
ぎ
」
上
中
下
巻
）・
列
伝

（
第
四
〜
六
「
藤
波
」
上
中
下
巻
、
第
七
「
村
上
の
源
氏
」
巻
、
第
八
「
み
こ
た
ち
」
巻
）
で
は
、
後
一
条
天
皇
か
ら
高
倉
天
皇
の
嘉
応
二
年
（
一
一
七
〇
）
ま
で
の
歴
史
を
語
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
条
天
皇
の
御
世
は
、『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
の
枠
か
ら
は
ず
れ
た
存
在
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
来
な
ら
ば
〈
歴
史
語
り
〉
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
そ
の
時
代

に
、
あ
や
め
は
紫
式
部
に
仕
え
た
と
「
設
定
」
さ
れ
、
か
つ
、
い
っ
た
ん
〈
歴
史
語
り
〉
の
対
象
か
ら
外
し
た
一
条
朝
の
様
相
を
第
九
「
昔
語
」
巻
、
第
十
「
打
聞
」
巻
で
語
る
の
で

あ
る
。 

 

帝
紀
と
列
伝
に
あ
た
る
巻
一
〜
八
で
は
、
語
り
が
後
一
条
天
皇
か
ら
高
倉
天
皇
と
い
う
時
代
区
分
の
基
本
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
巻
九
・
十
で
は
、
帝
紀
と
列
伝
で
漏
れ
た

逸
話
に
加
え
、
清
和
・
村
上
・
円
融
・
三
条
・
一
条
朝
と
い
っ
た
『
今
鏡
』
以
前
の
時
代
の
出
来
事
も
収
録
し
て
い
る
。 

 

巻
九
に
は
五
つ
の
章
段
が
あ
り
、
仏
教
・
漢
詩
文
・
管
弦
・
和
歌
の
逸
話
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
君
臣
の
礼
、
詩
徳
・
楽
徳
、
出
家
・
往
生
・
転
生
譚
等
の
要
素

が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
漢
詩
文
の
逸
話
の
記
事
は
、「
唐
歌
」
章
段
の
一
条
朝
に
集
中
し
て
い
る
⑵

。 

 

一
条
朝
に
つ
い
て
、
あ
や
め
は
「
唐
歌
」
章
段
の
皮
切
り
と
し
て
、
具
平
親
王
を
前
に
し
て
、
藤
原
斉
信
、
藤
原
公
任
、
源
俊
賢
、
藤
原
行
成
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
四
納
言
と
呼

ば
れ
る
当
代
き
っ
て
の
文
人
が
揃
い
、
一
条
天
皇
の
面
目
を
施
し
た
逸
話
を
伝
え
る
。
具
平
親
王
は
、
語
り
の
中
で
「
村
上
の
中
務
宮
」
と
呼
称
さ
れ
て
お
り
、
村
上
朝
を
代
表
す
る

文
人
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
先
の
世
の
生
き
証
人
と
も
い
え
る
具
平
親
王
が
、
大
江
以
言
が
「
周
の
文
王
の
車
の
右
に
載
せ
た
る
巻
九-

三
「
唐
歌
」
265
㊦
四
〇
八
頁
」」
と
い
う
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序
を
作
り
詠
じ
た
の
を
耳
に
し
て
「
御
冠
か
う
ぶ
り

も
御
よ
そ
ほ
ひ
も
く
つ
ろ
ぐ
や
う
に
（
同
頁
）」 

感
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
聖
代
・
村
上
朝
と
一
条
朝
の
類
似
を
示
す
こ
と
と
な
る
。 

 

あ
や
め
は
、
逸
話
の
見
聞
に
つ
い
て
、「
源

み
な
も
と

を
知
り
ぬ
れ
ば
、
末す

ゑ

の
流
れ
聞
く
に
、
心
汲く

ま
れ
は
べ
り
（「
序
」
8
㊤
一
八
頁
）」
と
述
べ
て
い
る
。「
源
」
と
は
、
あ
や
め
が
紫
式

部
の
も
と
で
宮
中
を
過
ご
し
た
一
条
朝
で
あ
り
、
一
条
朝
か
ら
語
り
の
現
在
ま
で
を
生
き
る
あ
や
め
は
、
聖
代
の
継
承
の
保
証
人
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

 

  

以
上
、『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
に
つ
い
て
、
漢
詩
文
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。『
今
鏡
』
は
、
仏
教
・
漢
詩
文
・
管
弦
・
和
歌
の
逸
話
を
歴
史
語
り
の
重
要
な
要

素
と
し
て
取
り
扱
っ
て
お
り
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
そ
れ
ら
に
通
じ
な
が
ら
、
さ
ら
に
書
物
か
ら
で
は
な
く
耳
で
逸
話
を
継
承
し
た
人
物
と
し
て
「
設
定
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

『
今
鏡
』
は
、『
大
鏡
』
の
大
宅
世
継
の
血
筋
に
加
え
て
、
学
生
の
娘
と
紫
式
部
の
侍
女
と
い
う
設
定
を
付
加
し
、
女
な
が
ら
に
和
歌
漢
詩
に
通
じ
、
宮
中
を
見
聞
き
し
た
あ
や
め
と
い

う
人
物
を
造
型
し
た
。
そ
し
て
、
聖
代
・
一
条
朝
の
宮
中
に
生
き
、
漢
詩
・
和
歌
の
作
り
詠
ん
だ
設
定
が
、
あ
や
め
の
、
芸
文
韻
事
に
富
ん
だ
歴
史
語
り
を
支
え
、「
源
を
知
」
っ
て
い

る
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

 ⑴
〜
⑸ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑹ 

海
野
泰
男
『
今
鏡
全
釈
上
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
二
）
の
解
説
、
及
び
、
河
北
騰
「
今
鏡
の
特
色
を
考
え
る
」（『
文
学
語
学
』
一
七
〇
号 

二
〇
〇
一
・
九
）
に
詳
し
い
。 

⑺ 

福
田
景
道
「
歴
史
物
語
の
語
り
手
設
定
の
継
承
と
展
開
」（
島
根
大
学
社
会
福
祉
論
集
第
三
号
、
二
〇
一
〇
・
三
）。 

⑻ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑼ 

「
今
鏡
が
「
つ
く
も
髪
の
老
女
」
と
い
う
設
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
体
と
し
て
さ
ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
は
な
く
、
設
定
を
失
念
し
て
む
し
ろ
平
然
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
状
態

で
あ
る
」（
加
納
重
文
「
今
鏡
の
作
者
」『
歴
史
物
語
の
思
想
』
京
都
女
子
大
学 

一
九
九
二
、
三
五
五
頁
）。 

⑽
⑾ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⑿ 

佐
藤
道
生
「
新
撰
朗
詠
集
の
成
立
」（『
平
安
後
期
日
本
漢
文
学
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
。
初
出
「『
新
撰
朗
詠
集
』
解
題
」
川
村
晃
生
、
佐
藤
道
生
編
著
『
新
撰
朗
詠
集 

校
本
と
総
索
引
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
四
）。 

⒀
〜
⒃ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 
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⒄ 
 

こ
の
あ
や
め
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
姿
勢
は
、
漢
詩
句
の
み
な
ら
ず
、
仮
名
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
徹
底
さ
れ
て
お
り
問
題
と
な
る
が
、
語
り
手
設
定
の
問
題
と
離
れ
る
た
め
、
本

稿
で
は
省
略
す
る
。
す
る
。 

⒅ 
あ
や
め
の
五
月
五
日
生
ま
れ
に
つ
い
て
は
、『
大
鏡
』
の
夏
山
重
木
が
同
日
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
端
午
の
節
句
、
ひ
い
て
は
由
来
と
さ
れ
る
屈
原
の
故
事
と
の
関
係
等
、
検
討
す
べ

き
問
題
が
多
く
あ
る
。
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。 

⒆ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

⒇ 

海
野
泰
男
注
⑹
先
掲
書
、
及
び
、
竹
鼻
績
全
訳
注
『
今
鏡
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
八
四
）。 

⑴ 

土
御
門
殿
に
て
、
後
一
条
院
う
み
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
り
し
七
夜
の
お
ほ
み
遊
び
に
、
御
簾
の
う
ち
よ
り
出
さ
れ
侍
り
け
る
杯
に
そ
へ
ら
れ
侍
し
歌
は
、
昔
の
御
局
の
詠
み
給
へ

り
し 

め
づ
ら
し
き
光
さ
し
そ
ふ
杯
は
も
ち
な
が
ら
こ
そ
千
夜
は
廻
ら
め 

と
ぞ
お
ぼ
え
侍
。（
巻
一-

五
「
望
月
」22
） 

＊
異
同 

和
歌
第
三
句
「
も
ち
な
が
ら
」
│
底
本
「
も
と
な
が
ら
」。
蓬
左
本
に
よ
り
改
め
た
。  

⑵ 

第
九
「
昔
語
」
巻
を
論
じ
た
先
行
研
究
に
は
、
蔦
尾
和
宏
「『
今
鏡
』「
昔
語
」
論
」（『
国
語
国
文
』
七
三-

六
、
二
〇
〇
四
・
六
）
が
あ
る
。 

⑶ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

 

 
 

 

  

『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
は
、
自
分
の
後
継
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

「
た
だ
養や

し
な

ひ
て
侍
五
節
命
婦
と
て
侍
し
、う
ち
わ
た
り
の
事こ

と

も
語か

た

り
、世よ

の
事
も
く
ら
か
ら
ず
申
て
、①
琴こ

と

の
つ
ま
な
ら
し
な
ど
し
て
聞き

か
せ
侍
る
も
、
齢よ

は
ひ

の
ぶ
る
心
地
し
侍
り
し
、

②

は
や
く
か
く
れ
侍
て
。
又
③

主
殿

と
の
も
り
の

の
み
や
つ
こ
な
る
男
の
侍
も
、
初
冠

う
ゐ
か
う
ぶ
り

せ
さ
せ
侍
し
ま
で
養や

し
な

ひ
立た

て
て
、
こ
の
春
日

か
す
が

の
里さ

と

に
も
忘わ

す

れ
ず
ま
う
で
来く

る
が
、
朝
浄

あ
さ
ぎ
よ

め
御
垣

み
か
き

の
内う

ち

に
つ

か
う
ま
つ
る
に
つ
け
て
、
こ
の
世
の
事
も
聞き

き
侍
る
。」 

（
同
頁
） 
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こ
の
一
文
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、「
五
節
命
婦
」
が
①
琴
の
た
し
な
み
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
②
早
く
に
世
を
去
っ
た
こ
と
、
③
初
冠
ま
で
育
て
た
「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
が
、
春
日
の

あ
や
め
の
元
を
今
も
訪
ね
て
く
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。 

 

「
五
節
命
婦
」
に
つ
い
て
は
、
先
行
す
る
文
学
作
品
か
ら
の
享
受
の
後
も
な
く
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
一
文
が
序
に
挿
入
さ
れ
た
の
か
、『
今
鏡
』
の
本
文
の
み
か
ら
判
断
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

 

右
に
示
し
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、「
五
節
命
婦
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
の
『
今
鏡
』
の
研
究
史
で
論
考
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
章
は
、『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』
所
収

の
音
楽
説
話
を
利
用
し
な
が
ら
、『
今
鏡
』
の
五
節
命
婦
に
つ
い
て
一
考
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

 

  

五
節
命
婦
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
や
め
の
も
う
一
人
の
養
い
子
「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

平
安
時
代
の
文
学
作
品
の
中
で
、「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
の
用
例
は
、
源
公
忠
の
「
と
の
も
り
の
と
も
の
み
や
つ
こ
心
あ
ら
ば
こ
の
春
ば
か
り
朝
ぎ
よ
め
す
な
（
拾
遺
和
歌
集
・
雑
春

1055
）」
を
代
表
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
落
花
・
132
に
採
ら
れ
、
広
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

公
忠
に
「
心
あ
ら
ば
」
と
歌
わ
れ
た
主
殿
の
み
や
つ
こ
は
、『
徒
然
草
』
の
花
園
上
皇
の
詠
歌
は
、
朝
浄
め
の
職
務
を
全
う
し
な
い
心
な
い
主
殿
の
み
や
つ
こ
を
嘆
く
も
の
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
。
ま
た
、『
平
家
物
語
』
で
は
、
心
な
く
「
朝
浄
め
し
て
」
高
倉
天
皇
が
楽
し
ま
れ
て
い
た
紅
葉
を
除
き
枝
葉
で
酒
を
温
め
る
存
在
と
し
て
記
さ
れ
る
が
、
高
倉
天
皇
が
『
和

漢
朗
詠
集
』
を
引
い
て
そ
れ
を
許
す
と
い
う
説
話
に
書
き
か
え
ら
れ
る
。『
今
鏡
』
に
お
け
る
「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
も
ま
た
、
第
五
章
で
み
た
よ
う
に
漢
詩
和
歌
に
通
じ
る
あ
や
め
に

育
て
ら
れ
な
が
ら
も
、
上
記
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
五
段
「
在
原
な
り
け
る
男
」
に
登
場
す
る
主
殿
司
は
、
密
事
を
目
撃
す
る
存
在
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
で
主
殿
司
は
、
早
朝
女
の
元
か
ら
密
か

に
宮
中
に
戻
っ
て
来
た
「
在
原
な
り
け
る
男
」
を
目
撃
す
る
。
あ
や
め
は
、
主
殿
の
み
や
つ
こ
に
つ
い
て
、
序
に
あ
る
よ
う
に
「
初
冠
」「
春
日
の
里
」
と
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
関
連

す
る
語
を
付
与
し
た
上
で
紹
介
し
て
い
る
。『
今
鏡
』
の
主
殿
み
や
つ
こ
に
は
、
公
忠
歌
の
「
心
な
さ
」
に
加
え
て
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
五
段
の
目
撃
す
る
主
殿
司
の
要
素
が
意
識
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
あ
や
め
は
、
序
に
お
い
て
百
年
を
都
で
、
五
十
年
を
山
城
で
過
ご
し
た
後
、
語
り
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
春
日
に
住
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
た⑷

。
あ
や
め
の
発
言
「
今い

ま

の

世
の
事
は
ゆ
か
し
く
侍
を
、
え
う
け
給
は
ら
で
、
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
と
多お

ほ

く
侍
（
巻
三
-八
「
二
葉
の
松
」
90
㊤
三
六
五
頁
）」
も
、「
主
殿
の
み
や
つ
こ
」
の
設
定
も
、「
今
の
世
」
後

白
河
朝
と
歴
史
語
り
と
の
距
離
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。 
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は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
や
め
が
口
に
す
る
五
節
命
婦
と
『
今
鏡
』
の
歴
史
語
り
と
の
関
連
を
、『
今
鏡
』
本
文
の
み
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、『
今
鏡
』
よ

り
五
十
年
ほ
ど
下
っ
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
『
古
事
談
』
巻
六-

二
十
を
は
じ
め
と
し
た
、
音
楽
説
話
や
管
弦
の
相
承
血
脈
を
利
用
す
る
こ
と
で
、『
今
鏡
』
の
「
五
節
命
婦
」
の
造

型
に
も
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

『
古
事
談
』
巻
六
に
は
、
邸
宅
と
諸
道
に
関
連
す
る
説
話
群
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
巻
六-

二
十
の
五
節
命
婦
は
、
箏
少
将
の
弟
子
で
、
大
宮
右
府
（
藤
原
俊
家
）
を
兄
弟
子
と
し
て

い
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
相
承
図
が
、
成
立
年
次
不
詳
の
『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
「
五
節
命
婦
」
の
名
の
あ
る
管

弦
の
師
弟
関
係
を
記
し
た
言
説
が
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
古
事
談
』
に
は
、
二
十
五
話
に
わ
た
っ
て
『
今
鏡
』
と
の
同
話
・
類
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に⑺

、『
古
事
談
』
は
『
今
鏡
』
本
文
を
参
照
し
、
説
話
を

採
取
し
た
可
能
性
が
高
い
。『
古
事
談
』
に
「
五
節
命
婦
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
意
味
は
、
存
外
重
い
と
い
え
よ
う
。 

あ
ら
た
め
て
相
承
図
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。
延
喜
聖
主
、
す
な
わ
ち
醍
醐
天
皇
か
ら
始
ま
り
、
貞
信
公
藤
原
基
実
、
村
上
天
皇
、
藤
原
済
時
と
続
く
。
そ
の
次
に
示
さ
れ
て
い
る
山

城
守
為
舜
は
、
為
尭
と
取
る
べ
き
で
あ
る⑼

。
為
尭
の
次
の
箏
少
将
は
『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
「
上
東
院
女
房
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
詳
細
は
不
明
の
人
物
と
な
っ
て
い
る
。 

 

箏
少
将
か
ら
大
宮
右
府
（
藤
原
俊
家
）
と
五
節
命
婦
に
分
か
れ
た
系
譜
は
、
大
宮
右
府
か
ら
子
の
藤
原
宗
俊
に
、
宗
俊
か
ら
富
家
入
道
（
藤
原
忠
実
）
と
京
極
大
相
国
（
藤
原
宗
輔
）

に
さ
ら
に
分
か
れ
、
富
家
入
道
か
ら
孫
の
妙
音
院
（
藤
原
師
長
）
に
、
京
極
大
相
国
か
ら
娘
の
若
御
前
尼
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。 

 

 

『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
頼
ら
ず
に
『
古
事
談
』
所
載
の
系
譜
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
は
以
上
と
な
る
が
、
相
承
図
で
大
宮
右
府
と
五
節
命
婦
と
を
同
系
統
に
置
い
て
い
る
点
か
ら
、

少
な
く
と
も
『
古
事
談
』
で
は
、
五
節
命
婦
は
大
宮
右
府
と
同
時
代
の
人
物
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

藤
原
俊
家
は
、
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
生
ま
れ
、
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
に
没
し
た⑽

。
藤
原
頼
宗
の
第
二
子
で
あ
り
、『
今
鏡
』
で
は
巻
六
-一
「
絵
合
の
歌
」
章
段
に
登
場

す
る
。 

 

本
論
文
の
資
料
編
に
『
今
鏡
』
に
お
け
る
管
弦
に
関
す
る
逸
話
の
一
覧
を
掲
げ
た
。『
今
鏡
』
に
は
、
の
べ
五
十
六
も
の
管
弦
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
収
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
割

が
後
冷
泉
、
白
河
、
鳥
羽
、
堀
河
朝
の
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
「
す
べ
ら
ぎ
上
」
巻
と
第
四
「
藤
波
上
」
巻
の
前
半
部
、
す
な
わ
ち
、
後
一
条
、
後
朱
雀
、
後
三

条
朝
に
は
管
弦
の
記
事
は
全
く
な
い
。
記
事
の
量
が
均
一
化
さ
れ
る
特
徴
を
も
つ
『
今
鏡
』
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
意
識
の
働
き
に
よ
っ
て
、
収
録
記
事
に
偏
り
が
生
じ
た
と
考
え
る

ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
、
ひ
と
つ
の
仮
説
が
生
じ
る
。「
五
節
命
婦
」
は
、『
今
鏡
』
の
白
河
朝
以
降
の
歴
史
語
り
に
、
音
楽
説
話
を
挿
入
す
る
相
応
し
い
〈
語
り
手
〉
の
設
定
と
し
て
付
加
さ
れ
た

の
で
な
い
か
。 
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〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
は
、「
唐
の
歌
（
漢
詩
）、
大
和
歌
（
和
歌
）」
は
よ
く
作
っ
た
と
自
己
紹
介
す
る
が⑾

、
管
弦
の
素
養
は
持
っ
て
い
な
い
。
あ
や
め
が
漢
詩
和
歌
に
馴
れ
親

し
ん
だ
と
す
る
設
定
は
、『
今
鏡
』
に
散
見
す
る
漢
詩
和
歌
の
逸
話
を
支
え
る
設
定
で
あ
り
、
あ
や
め
が
白
河
朝
の
歴
史
語
り
に
音
楽
説
話
を
導
入
す
る
に
は
、
何
か
し
ら
の
基
盤
が
必

要
と
な
る
。
箏
の
琴
に
通
じ
た
養
い
子
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
の
解
消
を
図
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
れ
ば
、
第
一
節
で
述
べ
た
主
殿
の
み
や
つ
こ
の
設
定
を
補
完

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、『
十
訓
抄
』
を
用
い
て
本
論
の
補
強
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

 

 

  

五
節
命
婦
の
名
は
、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
頃
成
立
の
『
十
訓
抄
』
巻
一
〇
-六
十
一
に
も
見
え
、
麗
景
殿
女
御
の
女
房
で
琴
の
名
手
と
紹
介
さ
れ
る
。『
古
事
談
』
に
名
の
み
示

さ
れ
る
五
節
命
婦
と
経
歴
の
上
で
は
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
が
な
く
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
『
古
事
談
』
と
『
十
訓
抄
』
の
五
節
命
婦
は
同
一
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
認
め
ら
れ
る
。 

 

こ
の
説
話
で
は
、
一
行
の
中
で
最
も
年
長
で
、
五
節
命
婦
と
年
齢
の
近
い
経
信
を
中
心
と
し
て
、
か
つ
て
麗
景
殿
・
藤
原
延
子
に
仕
え
の
ち
に
、
嵯
峨
に
隠
遁
し
た
五
節
命
婦
の
も

と
を
訪
問
し
た
の
だ
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

訪
問
の
時
期
は
、『
十
訓
抄
』
と
同
時
期
に
成
立
し
た
『
古
今
著
聞
集
』
二
五
四
話
に
、
白
河
院
の
琵
琶
の
師
と
し
て
経
信
、
宗
俊
、
政
長
、
基
綱
、
院
禅
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
併
せ
て
考
慮
し
て
、
白
河
天
皇
の
御
代
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
訪
問
者
の
う
ち
、
宗
俊
、
院
禅
の
名
が
第
二
節
で
扱
っ
た
『
古
事
談
』
巻
六
-二
〇
の
箏
相
承
図
と
『
秦
箏
相
承
血
脈
』
の
両
者
に
記
さ
れ
て
お
り
、『
秦
箏
相
承
血
脈
』

の
み
の
記
載
と
な
る
が
、
慶
禅
の
名
も
見
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
説
話
間
で
の
箏
の
奏
者
と
一
致
し
、
矛
盾
も
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、『
秦
箏
相
承
血
脈
』
を
加
え
て
さ
ら
に
考
察
し
た
い⒂

。 

五
節
命
婦
に
つ
い
て
、「
麗
景
殿
女
御
女
房
」「
又
号
嵯
峨
命
婦
」
と
傍
記
し
て
い
る
。
院
禅
に
つ
い
て
は
小
倉
供
奉
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
傍
記
は
「
或
号
西
院 

又
善
興

寺
」
と
な
っ
て
い
る
。
慶
禅
に
つ
い
て
は
日
野
供
奉
で
あ
る
こ
と
が
見
え
る
。 

 

問
題
と
な
る
の
は
、
宗
俊
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
相
承
図
上
で
は
父
俊
家
の
下
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
傍
記
で
は
、「
又
習
五
節
命
婦
受
院
禅
説
」
な
る
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
説
に
従
う
と
、『
十
訓
抄
』
巻
一
〇
-六
十
一
の
琴
の
合
奏
は
師
弟
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
説
を
容
れ
ず
と
も
五
節
命
婦
と
宗
俊
の
関
係
の
深
さ
は
示
さ
れ
て

い
る
。 

 

宗
俊
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
藤
原
俊
家
の
男
で
あ
り
、
頼
宗
の
孫
に
あ
た
る
。〈
五
節
命
婦
〉
が
仕
え
た
後
朱
雀
天
皇
女
御
藤
原
延
子
も
頼
宗
の
女
で
あ
り
、
俊
家
と
は
同
腹
の
姉

妹
で
あ
る
。『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』『
秦
箏
相
承
血
脈
』
に
現
れ
る
五
節
命
婦
は
、
頼
宗
の
女
に
仕
え
、
頼
宗
の
男
子
を
兄
弟
子
と
し
、
頼
宗
の
孫
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。『
今

鏡
』
の
「
五
節
命
婦
」
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
頼
宗
流
藤
原
氏
と
管
弦
の
関
連
を
検
討
す
る
必
要
が
わ
か
る
。 
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第
三
節
ま
で
の
考
察
で
、「
五
節
命
婦
」
の
設
定
と
頼
宗
流
藤
原
氏
と
の
関
係
を
見
い
だ
す
見
通
し
が
た
っ
た
。 

 

藤
原
頼
宗
は
、
道
長
の
二
男
で
あ
り
、
堀
河
右
大
臣
を
称
し
た
。『
今
鏡
』
で
は
、
源
明
子
腹
の
道
長
の
子
孫
に
つ
い
て
語
っ
た
第
六
「
藤
波
の
下
」
巻
の
冒
頭
を
飾
っ
て
い
る
。 

 

あ
や
め
は
、
頼
宗
の
才
覚
と
し
て
和
歌
を
挙
げ
、「
歌
詠
み
は
、
貫
之
、
兼
盛
、
堀
河
の
大
殿
、
千
載
の
一
遇
（
巻
六
-一
「
絵
合
の
歌
」
155
㊦
二
頁
）」
な
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

次
に
、
あ
や
め
は
頼
宗
の
子
女
に
話
題
を
移
し
、『
十
訓
抄
』『
秦
箏
相
承
血
脈
』
の
五
節
命
婦
が
仕
え
た
と
し
て
い
る
麗
景
殿
女
御
・
延
子
の
紹
介
と
そ
の
詠
歌
、
延
子
所
生
の
生
子

内
親
王
の
名
で
主
催
し
た
絵
合
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。 

 

頼
宗
の
次
男
・
俊
家
に
関
し
て
、「
絵
合
の
歌
」
章
段
に
は
、「
右
大
臣
俊
家
の
大
臣
、
大
宮
の
右
の
大
臣
と
聞
へ
給
き
。
こ
の
御
末
多
く
栄
え
給
め
り
（
巻
六
-一
「
絵
合
の
歌
」
156

㊦
八
頁
）」
の
一
文
し
か
な
い
。
他
の
章
段
を
見
渡
し
て
も
、
殿
上
で
俊
家
が
藤
原
経
輔
と
争
い
、
笏
で
打
っ
た
逸
話
（
巻
四
-五
「
白
河
の
わ
た
り
」
105
㊤
四
一
九
頁
）
と
、
所
領
争

い
の
結
果
僧
の
物
の
怪
に
憑
か
れ
た
逸
話
（
巻
六
-三
「
旅
寝
の
床
」
163
㊦
三
二
頁
）
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
第
二
節
で
も
見
た
通
り
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て

俊
家
の
楽
才
に
関
す
る
言
説
は
既
に
成
立
し
て
お
り
、『
古
事
談
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
催
馬
楽
の
名
手
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

 

俊
家
の
子
の
宗
俊
に
話
題
が
移
る
と
、
あ
や
め
は
、
打
っ
て
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
饒
舌
に
な
る
。
こ
こ
で
、
宗
忠
は
、「
管
弦
の
道
す
ぐ
れ
て
を
は
し
け
り
（
巻
六
-一
「
絵
合
の

歌
」
156
㊦
八
頁
）」
と
評
さ
れ
、
笙
の
秘
曲
の
逸
話
を
通
し
て
、
豊
原
時
光
と
武
能
と
の
関
係
が
詳
細
に
語
ら
れ
、
宗
俊
の
逸
話
を
契
機
に
、
頼
宗
の
子
孫
の
伝
に
集
中
し
て
管
弦
へ
の

言
及
が
現
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
頼
宗
流
藤
原
氏
の
管
弦
の
才
へ
の
言
及
は
、
全
音
楽
説
話
の
二
割
五
分
を
占
め
て
お
り
、
道
長
の
他
の
子
女
や
村
上
源
氏
の
逸
話
に
比
し
て
倍

の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
頼
宗
流
藤
原
氏
と
管
弦
と
の
強
固
な
繋
が
り
を
示
す
材
料
と
な
ろ
う
。 

 

『
今
鏡
』
に
は
、
歴
史
の
語
り
手
の
知
己
に
、
歴
史
的
事
項
に
ゆ
か
り
の
人
物
を
設
定
す
る
場
面
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
原
彰
子
の
後
宮
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
、

紫
式
部
が
「
昔
の
御
局
（
巻
一
-五
「
望
月
」22

㊤
七
四
頁
）」
と
し
て
登
場
し
、
藤
原
定
子
に
つ
い
て
の
語
り
に
は
清
少
納
言
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
管
弦
の
逸
話
を
語
る
「
ゆ

か
り
」
を
求
め
た
際
に
、
頼
宗
流
藤
原
氏
に
近
い
五
節
命
婦
は
最
も
適
当
な
人
物
と
い
え
る
。 

 

 

  

以
上
、『
今
鏡
』
の
歴
史
の
語
り
手
の
発
話
に
登
場
す
る
五
節
命
婦
に
つ
い
て
、『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』『
秦
箏
相
承
血
脈
』
を
用
い
て
考
察
し
た
。『
今
鏡
』
の
成
立
し
た
嘉
応
年
間

以
降
（
後
白
河
院
政
期
）
の
読
者
に
と
っ
て
、「
琴こ

と

の
つ
ま
な
ら
」
す
「
五
節
命
婦
」
の
語
は
、
箏
の
琴
に
通
じ
、
頼
宗
に
ゆ
か
り
の
あ
る
『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』『
秦
箏
相
承
血
脈
』
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に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
〈
五
節
命
婦
〉
の
姿
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。〈
五
節
命
婦
〉
が
後
朱
雀
天
皇
の
女
御
・
延
子
に
仕
え
た
頃
か
ら
語
り
の
現
在
は
、
百
年
以
上
が
経

過
し
て
い
る
。『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』
で
〈
五
節
命
婦
〉
の
血
縁
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
今
鏡
』
成
立
時
に
は
そ
の
名
や
逸
話
は
残
っ
て
い
て
も
、
系
譜
や
血
縁
は
不
明
と

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、〈
歴
史
語
り
手
〉
の
関
係
者
と
し
て
利
用
す
る
に
は
、
格
好
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。 

 

〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
は
、
和
歌
と
漢
詩
に
は
一
家
言
持
つ
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
た
。
今
鏡
に
音
楽
説
話
を
取
り
入
れ
る
際
に
、
あ
や
め
が
五
節
命
婦
か
ら
情
報
を
得
た
と

い
う
設
定
は
、『
今
鏡
』
の
語
り
に
即
し
て
〈
語
り
手
〉
の
周
辺
を
造
型
す
る
と
い
う
方
法
と
な
ん
ら
矛
盾
し
な
い
。 

 

本
稿
で
は
主
殿
み
や
つ
こ
や
、
僧
と
い
っ
た
人
物
に
つ
い
て
も
五
節
命
婦
と
同
様
に
設
定
と
〈
歴
史
語
り
〉
と
の
関
連
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、〈
五
節
命
婦
〉

の
兄
弟
子
に
あ
た
る
大
宮
右
府
俊
家
の
『
今
鏡
』
の
中
で
の
位
置
づ
け
も
不
十
分
と
な
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

 

注 ⑴
〜
⑶ 

本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

 

⑷ 

「
も
と
は
都み

や
こ

に
百
年

も
も
と
せ

あ
ま
り
侍
て
、
そ
の
後の

ち

、
山
城

や
ま
し
ろ

の
狛こ

ま

の
わ
た
り
に
五
十
路

い

そ

ぢ

ば
か
り
侍
き
。
さ
て
後の

ち

、
思お

も

ひ
か
け
ぬ
草
の
ゆ
か
り
に
春
日
野

か

す

が

の

わ
た
り
に
住す

み
侍
な
り
。
す
み
か

の
と
な
り
か
く
な
り
し
侍
も
あ
は
れ
に
」（「
序
」
7
㊤
五
頁
） 

⑸
⑹ 

本
要
約
で
は
省
略
し
た
。 

⑺ 

川
端
善
明
「『
古
事
談
』
解
説
」（
注
⑸
前
掲
書
）
八
六
二
頁 

⑻
〜
⑼ 

本
要
約
で
は
省
略
し
た
。 

⑽ 

『
扶
桑
略
記
』
永
保
二
年
十
月
二
日
条
、
及
び
、『
一
代
要
記
』
に
依
る
。 

 

⑾ 

本
論
文
第
五
章
参
照
。 

⑿
〜
⒁ 

本
要
約
で
は
省
略
し
た
。 

⒂ 

図
書
寮
叢
刊
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
２
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
五
）
よ
り
引
用
し
た
。 

⒃ 

本
要
約
で
は
省
略
し
た
。 

 

 
 

「『
今
鏡
』
に
お
け
る
観
音
信
仰 

│
│
歴
史
の
語
り
手
は
観
音
の
化
現
か
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
七
号
、
二
〇
〇
八
・
三
）
を
参
照
。 
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「
歴
史
語
り
に
お
け
る
語
り
手
の
記
憶
と
記
録 

―
〈
古
典
知
〉
を
始
発
点
と
し
て
―
」（『
物
語
研
究
』
九
号 

二
〇
〇
九
・
三
）
を
参
照
。 

 

 
  

第
一
部
で
は
、
身
体
・
才
・
氏
族
観
・
虚
実
を
切
り
口
と
し
て
、
個
々
の
作
品
の
持
つ
独
特
の
概
念
を
提
示
し
、
歴
史
物
語
の
叙
述
方
法
に
考
察
を
加
え
た
。 

 

『
大
鏡
』
の
、
現
前
化
し
た
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
大
宅
世
継
は
、
下
﨟
の
男
性
で
あ
る
た
め
に
、
高
貴
な
女
性
の
身
体
を
直
接
見
聞
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、『
大
鏡
』

で
は
、
藤
原
道
長
に
近
い
貴
人
ほ
ど
そ
の
身
体
性
は
包
み
隠
さ
れ
、
政
治
的
敗
者
の
側
の
女
性
の
身
体
は
露
出
す
る
。 

 

『
大
鏡
』
に
対
し
て
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
貴
人
の
身
体
に
つ
い
て
も
〈
語
り
〉
の
対
象
と
し
、
か
つ
貴
人
の
品
位
に
瑕
を
つ
け
る
こ
と
な
く
そ
の
身
体
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
際

に
用
い
ら
れ
た
の
は
、〈
語
り
手
〉
が
、
貴
人
の
ま
な
ざ
し
の
動
き
に
〈
語
り
〉
を
沿
わ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。 

 

『
大
鏡
』
で
は
、
貴
人
の
女
性
の
身
体
は
、
し
ば
し
ば
批
判
の
弁
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
直
接
批
判
を
受
け
る
の
は
「
女
性
が
女
な
が
ら
に
才
を
持
つ
こ
と
」
で
あ
り
、

藤
原
道
隆
の
三
女
の
よ
う
に
、
身
体
そ
の
も
の
は
、
才
あ
る
女
性
の
奇
行
に
よ
っ
て
晒
さ
れ
る
。
道
隆
三
女
へ
の
批
判
の
背
景
に
は
、
当
然
藤
原
道
長
と
道
隆
の
政
治
的
対
立
を
念
頭

に
置
く
必
要
が
あ
る
が
、『
大
鏡
』
で
は
、「
才
」
と
い
う
覆
い
を
か
け
た
上
で
、
批
判
を
加
え
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。〔
第
一
章
〕 

 

『
大
鏡
』
で
は
「
女
性
の
才
」
は
絶
対
悪
で
あ
り
、
才
あ
る
女
性
を
擁
す
る
人
物
は
悉
く
政
治
的
敗
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
を
受
け
て
成
立
し
た
『
今
鏡
』
で
は
、
女

性
の
才
に
は
敬
意
が
払
わ
れ
て
お
り
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
た
る
、
世
継
の
孫
娘
（
あ
や
め
）
も
、
下
﨟
と
は
い
っ
て
も
和
漢
の
文
に
通
じ
る
女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

〈
歴
史
語
り
〉
の
中
で
は
、
才
あ
る
女
性
は
登
場
せ
ず
、
む
し
ろ
才
あ
る
男
性
へ
の
批
判
の
記
事
に
政
治
的
背
景
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
が
散
見
す
る
。〔
第
二
章
〕 

 

歴
史
物
語
に
と
っ
て
、
藤
原
氏
の
氏
族
性
の
意
味
は
重
い
も
の
で
あ
る
が
、『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
の
間
に
は
、
そ
の
始
発
や
行
く
末
に
位
相
差
が
生
じ
る
。『
栄
花
物
語
』

で
は
、
藤
原
氏
の
始
発
は
、
藤
原
基
経
に
お
か
れ
、『
大
鏡
』
で
は
藤
原
冬
嗣
に
置
か
れ
て
い
る
。『
大
鏡
』
で
は
、
さ
ら
に
始
祖
鎌
足
に
つ
い
て
も
、「
道
長
下
」
に
置
く
こ
と
で
、
北

家
以
前
の
藤
原
氏
に
つ
い
て
も
フ
ォ
ロ
ー
し
、
藤
原
氏
を
網
羅
的
に
捉
え
つ
つ
、
道
長
の
存
在
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
栄
華
を
語
り
出
し
て
い
る
。 

 

『
今
鏡
』
で
は
、『
大
鏡
』
が
終
点
に
お
い
た
道
長
と
い
う
存
在
を
始
発
に
置
く
。
そ
の
「
行
方
」
は
、
藤
原
基
房
に
置
か
れ
、
基
房
を
言
祝
い
で
「
藤
波
」
巻
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

基
房
が
『
今
鏡
』
の
〈
語
り
の
現
在
〉
か
ら
僅
か
数
ヶ
月
後
の
殿
上
乗
合
事
件
で
、
平
氏
に
叩
き
の
め
さ
れ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
り
、『
今
鏡
』
の
言
祝
ぎ
は
結
果
的

に
失
敗
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
言
祝
ぎ
の
未
完
結
と
い
う
点
で
は
、『
大
鏡
』
で
も
、
藤
原
頼
通
の
長
子
・
通
房
の
例
が
あ
り
、
ま
た
、『
今
鏡
』
の
中
で
も
村
上
源
氏
が
一
時
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期
藤
原
氏
を
圧
倒
し
た
の
が
、
い
ず
れ
は
下
火
に
な
っ
た
よ
う
に
、『
今
鏡
』
に
は
、
言
祝
ぎ
が
そ
の
通
り
に
な
ら
ず
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
平
家
が
下
火
に
な
り
、
藤
原
氏
が
存
続
す

る
に
違
い
な
い
と
い
う
確
信
の
も
と
で
「
藤
波
」
巻
を
締
め
く
く
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。〔
第
三
章
〕 

 
『
大
鏡
』
世
継
の
〈
歴
史
語
り
〉
に
青
侍
に
よ
る
異
伝
を
差
し
挟
む
こ
と
で
、〈
歴
史
語
り
〉
が
〈
歴
史
〉
そ
の
も
の
と
決
し
て
等
関
係
で
結
ば
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、『
今

鏡
』
も
、〈
語
り
の
現
在
〉
に
お
い
て
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
の
所
在
を
都
か
ら
遠
く
春
日
に
置
き
、
何
度
も
現
在
の
事
は
耳
に
し
て
い
な
い
と
述
べ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
進
行
形
の
〈
歴
史
〉
と
の
距
離
が
保
た
れ
て
い
る
。
か
つ
、『
今
鏡
』
で
は
「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
を
末
尾
に
置
き
、『
源
氏
物
語
』
の
虚
構
性
を
擁
護
す
る
こ
と
で
、『
今
鏡
』

に
と
っ
て
の
虚
実
へ
の
姿
勢
も
示
し
て
い
る
。 

 

歴
史
物
語
の
中
で
、〈
歴
史
語
り
〉
の
虚
と
実
へ
の
揺
ら
ぎ
が
実
に
自
覚
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
受
容
す
る
側
で
は
、〈
歴
史
語
り
〉
を
概
ね
〈
実
〉
と
し
て
取
り
扱
っ
て
き

た
。〔
第
四
章
〕 

  

第
一
部
で
、
複
数
の
観
点
か
ら
、
歴
史
物
語
の
叙
述
を
考
察
し
た
結
果
、
歴
史
叙
述
と
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
と
結
び
付
き
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
第

二
部
で
は
、『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
に
関
す
る
論
を
ま
と
め
た
。 

 

『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
は
、
若
い
頃
は
あ
や
め
と
称
し
、
紫
式
部
に
仕
え
た
と
「
設
定
」
さ
れ
て
い
る
。
あ
や
め
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
概
ね
歴
史
叙
述
と
の
関
連
が
薄

く
意
味
を
な
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
、
検
討
を
行
っ
た
。 

 

『
今
鏡
』
の
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
は
、『
大
鏡
』
の
世
継
の
孫
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
し
、『
今
鏡
』
は
世
継
の
血
筋
に
だ
け
に
は
〈
語
り
手
〉
の
資
格
に
は
不
足
と
ば
か

り
に
、
学
生
の
娘
と
紫
式
部
の
侍
女
と
い
う
設
定
を
付
加
し
て
あ
や
め
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
事
実
、〈
歴
史
語
り
の
聞
き
手
〉
が
あ
や
め
に
〈
歴
史
語
り
〉
の
要
請
を
す
る
際
に
は
、

紫
式
部
の
侍
女
で
あ
る
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
今
鏡
』
が
こ
の
よ
う
な
語
り
手
設
定
を
行
っ
た
理
由
は
、『
今
鏡
』
の
漢
詩
和
歌
の
記
事
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

聖
代
・
一
条
朝
の
宮
中
に
生
き
、
漢
詩
・
和
歌
の
作
り
詠
ん
だ
設
定
が
、
あ
や
め
の
、
芸
文
韻
事
に
富
ん
だ
歴
史
語
り
を
支
え
、「
源
を
知
」
っ
て
い
る
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。〔
第
五
章
〕 

 

『
今
鏡
』
の
巻
頭
に
は
、
あ
や
め
が
、
五
節
命
婦
と
主
殿
の
み
や
つ
こ
と
い
う
子
を
養
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。『
今
鏡
』
が
〈
歴
史
語
り
〉
に
登
場
し
な
い
あ
や
め
の
子
に
、
あ
え

て
具
体
的
な
名
称
を
付
し
た
意
味
は
、『
今
鏡
』
の
叙
述
内
容
と
語
り
手
設
定
と
の
対
応
か
ら
解
決
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

『
今
鏡
』
の
成
立
し
た
後
白
河
院
政
期
の
読
者
に
と
っ
て
、「
琴こ

と

の
つ
ま
な
ら
」
す
「
五
節
命
婦
」
の
語
は
、
後
朱
雀
天
皇
の
麗
景
殿
女
御
（
藤
原
延
子
）
に
仕
え
、
箏
の
琴
の
名
手

と
し
て
伝
説
化
し
て
い
た
〈
五
節
命
婦
〉
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。〈
五
節
命
婦
〉
の
名
は
『
蓁
箏
相
承
血
脈
』『
古
事
談
』『
十
訓
抄
』
に
見
え
、
藤
原
頼
宗
流
の
宗
俊
と
の
師
弟

関
係
が
認
め
ら
れ
る
。『
今
鏡
』
で
は
、
頼
宗
流
は
管
弦
に
長
け
た
一
族
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
第
五
章
で
み
た
よ
う
に
〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
を
〈
語
り
〉
か
ら
反
映
さ

せ
た
『
今
鏡
』
に
お
い
て
和
歌
漢
詩
に
長
け
紫
式
部
に
仕
え
た
あ
や
め
が
、
頼
宗
流
の
管
弦
の
逸
話
を
も
掌
握
さ
せ
る
と
す
り
に
は
、
無
理
が
あ
る
。 
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そ
こ
で
、「
五
節
命
婦
」
が
箏
の
こ
と
を
つ
ま
な
ら
し
語
っ
た
、「
う
ち
わ
た
り
の
事こ

と

」「
世よ

の
事
」
と
は
、
頼
宗
流
の
管
弦
の
逸
話
で
あ
っ
た
と
解
し
て
み
た
い
。〈
五
節
命
婦
〉
は
、

そ
の
名
は
知
ら
れ
て
い
て
も
、
系
譜
は
途
絶
え
た
、〈
歴
史
語
り
手
〉
の
関
係
者
と
し
て
は
、
格
好
の
存
在
で
あ
っ
た
。〔
第
六
章
〕 

 
あ
や
め
と
紫
式
部
と
の
設
定
の
重
複
は
、
観
音
信
仰
の
面
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
。
あ
や
め
は
、「
作
り
物
語
の
行
方
」
章
段
で
、『
妙
法
蓮
華
経
』
観
世
音
菩
薩
普
門
品
を
引
用

し
な
が
ら
紫
式
部
が
観
音
の
応
現
と
述
べ
て
、『
源
氏
物
語
』
が
作
り
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
人
を
仏
の
道
に
導
く
方
便
を
用
い
た
優
れ
た
作
品
だ
と
説
明
す
る
。
普
門
品
で
は
、
観
音

は
導
く
人
間
に
合
わ
せ
て
三
十
三
の
姿
に
化
身
す
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
あ
や
め
は
紫
式
部
が
観
音
の
仏
の
三
十
三
の
応
現
の
一
つ
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
あ
や
め
は
自
ら
も
来
世
で
は
、
源
氏
物
語
に
よ
っ
て
人
を
導
い
た
紫
式
部
の
ご
と
く
木
の
下
で
法
を
説
き
た
い
と
述
べ
て
姿
を
消
す
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
あ
や
め
の
〈
歴

史
語
り
〉
が
春
日
野
の
大
木
の
下
で
行
わ
れ
て
お
り
、『
今
鏡
』
が
三
十
三
の
区
切
り
を
持
つ
書
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

『
今
鏡
』
の
十
巻
八
十
一
章
段
の
区
切
り
は
、
諸
本
間
で
の
異
同
が
な
い
こ
と
か
ら
成
立
時
か
、
少
な
く
と
も
成
立
か
ら
間
も
な
く
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

畠
山
本
の
目
録
に
は
八
十
一
章
段
を
十
の
巻
と
は
別
に
二
〜
三
章
段
ず
つ
三
十
三
に
区
切
っ
て
い
る
。こ
の
三
十
三
の
区
切
り
を
、畠
山
本
に
つ
い
て
の
松
村
博
司
の
指
摘
な
い
し
は
、

現
在
三
十
三
帖
仕
立
て
で
あ
る
祐
徳
稲
荷
蔵
本
の
形
状
か
ら
か
ら
、『
今
鏡
』
の
も
と
の
原
本
が
三
十
三
帖
仕
立
て
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
帖
ご
と
に

紙
幅
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
点
に
考
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
畠
山
本
の
親
本
が
巻
子
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
巻
子
本
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
そ
れ
自
体
に
意
味
を
見
い
だ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
列
帖
装
で
あ
っ
た
と
し
て
も
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
三
十
三
に
区
切
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
こ
で
解
決
の
糸
口
に
な
る
の
が
、
普
門
品
に
説
か
れ
る
観
音
の
応
現
の
三
十
三
身
と
な
る
。
つ
ま
り
、
三
十
三
の
区
切
り
は
〈
歴
史
語
り
〉
を
観
音
の
三
十
三
身
に
な
ぞ
ら
え
て

設
け
ら
れ
た
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。〔
第
七
章
〕 

『
妙
法
蓮
華
経
』
を
自
ら
に
の
〈
歴
史
語
り
〉
に
擬
え
た
の
は
、
あ
や
め
だ
け
で
は
な
い
。『
大
鏡
』
の
世
継
も
道
長
の
栄
華
を
法
華
経
に
譬
え
、
道
長
に
つ
い
て
話
す
前
に
余
教
に
あ

た
る
帝
王
や
后
・
公
卿
た
ち
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
、
聴
衆
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
継
は
自
ら
の
語
り
を
五
時
教
と
同
様
だ
と
評
し
て
い
る

の
で
あ
る
。 

 

歴
史
語
り
を
法
華
経
に
関
連
づ
け
た
世
継
の
発
言
と
し
て
は
、
先
に
も
例
と
し
て
挙
げ
た
「
講
師
の
説
法
は
、
菩
提
の
た
め
と
思
し
、
翁
ら
が
説
く
こ
と
を
ば
、
日
本
紀
聞
く
と
思

す
ば
か
り
ぞ
か
し
」
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
発
言
で
は
「
講
師
の
説
法
」
と
「
翁
ら
が
説
く
こ
と
」、「
菩
提
の
た
め
と
思
し
」
と
「
日
本
紀
聞
く
と
思
す
」
が
対
と
な
っ
て
い

る
。
雲
林
院
の
菩
提
講
が
歴
史
語
り
の
場
と
な
っ
て
い
る
以
上
「
講
師
の
説
法
」
が
法
華
経
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
聴
衆
は
僧
俗
を
問
わ
ず
「
げ
に
説
経
・

説
法
多
く
う
け
た
ま
は
れ
ど
、
か
く
珍
し
き
こ
と
の
た
ま
ふ
人
は
、
さ
ら
に
お
は
せ
ぬ
な
り
」
と
世
継
の
発
言
を
認
め
、
尼
や
法
師
た
ち
は
額
に
手
を
あ
て
な
が
ら
世
継
の
話
を
聞
い

た
と
物
語
は
伝
え
て
い
る
。
五
時
教
と
同
様
に
自
分
の
語
り
を
場
に
居
合
わ
せ
た
道
俗
男
女
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
、
世
継
の
狙
い
は
こ
こ
で
果
た
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

歴
史
語
り
を
法
華
経
に
よ
る
衆
生
の
救
済
と
い
う
観
念
か
ら
見
た
時
、
歴
史
語
り
手
が
語
り
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
理
由
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
に
見
え
て
く
る
。
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ

と
な
く
記
憶
し
た
彼
ら
の
〈
語
り
〉
は
、
菩
提
講
の
説
法
の
ご
と
く
知
識
層
ど
こ
ろ
か
非
識
字
者
に
も
通
じ
る
〈
こ
と
ば
〉
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
や
め
は
聴
衆
に
歴
史
語
り
の
内
容
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を
理
解
さ
せ
る
の
に
最
も
適
し
た
姿
に
化
現
し
、〈
語
り
〉
は
〈
声
〉
に
近
い
仮
名
テ
キ
ス
ト
状
態
と
な
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
第
八
章
〕 

 
以
上
の
よ
う
に
、
第
二
部
で
は
、〈
語
り
手
〉
設
定
と
歴
史
叙
述
の
関
係
を
論
じ
て
き
た
。〈
歴
史
の
語
り
手
〉
の
設
定
や
思
想
が
、〈
作
者
〉
に
近
い
、
あ
る
い
は
遠
い
も
の
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
記
さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
、
周
辺
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
に
推
定
し
て
も
、
あ
く
ま
で
想
像
の
範
疇
で
し
か
し
か
な
い
（
仮
に
、〈
語
り
手
〉
設
定
が
〈
作

者
〉
と
等
身
大
で
あ
る
か
ど
う
か
を
証
明
で
き
た
と
し
て
も
、
本
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
は
持
た
な
い
）。 

 

し
か
し
、〈
歴
史
の
語
り
手
〉
が
歴
史
叙
述
か
ら
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
、
造
型
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
鏡
物
に
と
っ
て
〈
語
り
手
〉
設
定
が
不
即
不
離
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
と
っ
て
〈
歴
史
語
り
〉
が
何
た
る
も
の
か
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
な
い
か
と
思
う
。 
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本
要
約
で
は
省
略
す
る
。 

 

 

第
一
部 

歴
史
物
語
の
叙
述 

第
一
章 

歴
史
物
語
の
〈
身
体
〉・
・
・
原
題
「
歴
史
物
語
の
身
体 

̶
語
り
の
視
線
̶
」（『
日
本
文
学
』
第
六
十
三
巻
三
号
、
二
〇
一
四
・
三
） 

第
二
章 

歴
史
物
語
と
女
性 

・
・
・
原
題
「『
大
鏡
』
に
お
け
る
女
性
批
判
」（『
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
』
四
号
、
二
〇
〇
八
・
三
）。 

第
三
章 

歴
史
物
語
の
藤
氏
観 

・
・
・
物
語
研
究
会
十
一
月
例
会
（
於
学
習
院
大
学 

二
〇
一
一
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
新
稿
。 

第
四
章 

歴
史
物
語
の
虚
実 

・
・
・
物
語
研
究
会
六
月
例
会
（
於
立
教
大
学 

二
〇
一
二
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
新
稿
。 

 

第
二
部 

『
今
鏡
』
の
〈
語
り
手
〉 

第
五
章 

〈
歴
史
の
語
り
手
〉
あ
や
め
と
そ
の
設
定 

・
・
・
平
成
十
八
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
（
於
東
洋
大
学 

二
〇
〇
六
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
新
稿
。 

第
六
章 

五
節
命
婦
の
造
型
・
・
・
新
稿 

第
七
章
『
今
鏡
』
に
お
け
る
観
音
信
仰 

・
・
・
原
題
「『
今
鏡
』
に
お
け
る
観
音
信
仰 

│
│
歴
史
の
語
り
手
は
観
音
の
化
現
か
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
一
七
号
、
二
〇
〇
八
・
三
）。 

第
八
章 

歴
史
語
り
に
お
け
る
語
り
手
の
記
憶
と
記
録 

・
・
・
原
題
「
歴
史
語
り
に
お
け
る
語
り
手
の
記
憶
と
記
録 

―
〈
古
典
知
〉
を
始
発
点
と
し
て
―
」（『
物
語
研
究
』
九
号 

二
〇
〇
九
・
三
）。 

 

い
ず
れ
も
、
研
究
の
現
況
に
合
わ
せ
て
大
幅
に
改
稿
を
行
っ
た
が
、
論
旨
に
は
変
更
を
加
え
て
い
な
い
。 

 


